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［議案］ 

第１号  教育文化センターの再整備事業について 

第２号  令和３年度松本市公民館活動推進功労者について 

第３号  史跡小笠原氏城跡保存活用計画の策定について 

第４号  松本市指定文化財の指定について 

 

［報告］ 

第１号  国宝松本城 天守夜間特別観覧（天守ナイトツアー）について 

第２号  まつもと子ども未来委員会による市への提言について 

第３号  令和３年松本市議会１２月定例会の結果について 

第４号  第３次松本市教育振興基本計画策定の進捗状況について 

第５号  指導上の措置について【非公開】 

第６号  令和３年度全国学力・学習状況調査の分析と考察について 

第７号  令和３年度上半期のいじめ・体罰等の実態調査結果について 

第８号  不登校児童生徒の状況について 

第９号  学校給食のアレルギー対応食における事故について 

 
［周知］ 

  １   学都松本フォーラム２０２２の開催について 

  ２   「発掘された松本２０２１－松本市遺跡発掘報告会－」の開催について 

 
［その他］ 



 

 

 

 

議案第 １ 号 

 

 

教育文化センター再整備事業について 

 

 

１ 趣旨 

  教育文化センターの再整備事業について協議するものです。 

 

２ 経過 

  Ｈ２７．１２．２４  教育文化センター運営委員会から「教育文化センターの今後の 

            あり方」について答申 

   ３０． １．２４  基本構想策定委員会を設置 

   ３０．１０．２４  教育委員会において新科学館基本構想を了承 

  Ｒ 元． ８． ５  新科学館建設検討委員会を設置 

      １１．２１  教育委員会において基本計画(素案)を了承 

    ２． ４～    事業棚卸による事業見直し始まる 

      １１下旬   棚卸決定の確定（改修内容や教育コンテンツの調整を図ること） 

      １２．２４  教育委員会において棚卸結果について報告 

    ３． ４～    中核市移行に伴う教職員研修について追加し検討 

       ６．１７  教育委員研究会において教育文化センター改修の方針の見直し 

            について報告 

       ６～    実施計画第５２号で協議（協議中） 

      １０．２９  教育文化センター運営委員会おいて改修事業について経過報告 

      １２． ６  議会１２月定例会一般質問で市長が再整備方針を答弁 

 

３ 再整備の方針 

子ども・若者の学びに関わる教職員や大人たちが、最先端の情報通信技術を活用しなが

ら、サイエンスに関する最新の知見や技術を身につけ、子どもたちの日々の学びにつな

げ、自然科学の原理原則や科学教育の基礎となる数学的な思考能力、探究に欠くことので

きない情報通信技術の活用方法を身につける人材育成の拠点とします。 

 （イメージ図は別紙のとおり） 

 

 

 

教育委員会資料 

３．１２．２３ 

教育文化センター 



４ スケジュール 

 
 

５ 今後の対応 

  次期開催予定の庁議及び経済文教委員協議会において再整備計画の今後の進め方につ

いて協議します。 
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今後の進め方の協議

関係機関意見聴取
（校長会、現場教職員、中高生・若者等）

・教育研修センター設立

専門家による施設整備の検討

担当 教育政策課教育文化センター 

所長 加藤 政彦 

電話 ３２－７６００  

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 



子ども・若者の学び

１stステップ スタート事業
「楽しさや不思議さにふれ、好奇心や関心を高める」
〇不思議を解き明かす科学実験教室、自然観察教室（SDGs）
○ 遊びや体験を通して学ぶチャレンジラボ
〇星空の美しさや宇宙の神秘を感じるプラネタリウムや星空観望
〇科学の原理・原則に親しむギャラリー
〇体験を通して深めるアルプスタディ（学校向け希望学習）

２ndステップ ステップアップ事業
「もっと知りたい、表現したいという思いを形に」
〇 IoT社会を見据えた、人工知能（ＡＩ）等のプログラミング学習
〇 実験・観測結果等のデータ処理や、シミュレーションの活用
〇 創造性を発揮するための、画像編集や動画制作等のスキルアップ
〇 最新の研究や知見にふれるコラボスペース

３rdステップ チャレンジ事業
「専門家と連携、ICTを駆使して高度な学びを実現」
〇パネルや映像等で学びの成果をアウトプット
〇新たな疑問・課題を持ち、主体的に学び続けるシステム
〇高度な学びで可能性を広げる産官学連携

中核市としての独自の教職員研修
・子どもの主体性・創造性・多様性を伸ばす松本
ならではの授業づくり

・子どもとともに科学の魅力や不思議さを追究し
ていく授業づくり

・ＩＣＴを活用した学びを深める授業づくり
・大学と連携し、専門性を磨くサポート

子どもの成⾧につながる大人の学び
・学ぶ楽しさを大人も実感する、親子/多世代参加型
講座
・地域で子どもの学びを後押しする大人を育成する
講座

・子どもとともに学ぶDX講座

子どもを支える大人の学び

再整備コンセプトイメージ図

・ワークショップの実施
・子どもや若者のキャリア学習
・研究成果等の最新情報をギャラリー
へ提供

・ワークショップの実施や大学の各種
講座への参加

・専門的な内容に憧れを持つきっかけ
・大学への社会人入学
・教職員研修への活用

企業との連携

大学との連携

子ども・若者の学びに関わる大人が、
サイエンスに関する最新の知見や技術を身につける人材育成の拠点



教育委員会資料 

３．１２．２３   

生涯学習課・中央公民館 

 

議案第 ２ 号 

 

令和３年度松本市公民館活動推進功労者について 

 

 

１ 趣旨 

松本市公民館活動推進功労者感謝状贈呈内規に基づき、令和３年度松本市公民館活動

推進功労者について協議するものです。 

 

２ 目的 

市の公民館活動推進のために功労のあった者に対して感謝状を贈呈することにより、

市民の公民館活動への関心を高め、公民館活動の振興を図ることを目的としています。 

 

３ 推薦基準 

⑴ 公民館の非常勤職員又は公民館運営審議会委員として６年以上在職し、退職または 

退任した者 

⑵ 公民館委員として８年以上在職し、退任した者 

⑶ 上記のほか、特に公民館活動推進のため尽力したと認められる者 

 

４  功労者（候補者） 

計２９名 別紙功労者（候補者）名簿のとおり 

 

５ 感謝状の贈呈 

中央公民館長及び地区公民館長から贈呈します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 生涯学習課・中央公民館 

課長 高橋 伸光 

(直通３２-１１３２) 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 



№ 氏　 　名 推薦館

1 山岸
やまぎし

　勝子
か つ こ

中央 ・公民館運営審議会委員 H27.8.1 ～ R3.7.31

2 青柳
あおやぎ

　茂
しげる

第二地区 ・文化委員 H24.4.1 ～ R3.3.31

3 小林
こばやし

　寛也
か ん や

第二地区 ・文化委員 H25.4.1 ～ R3.3.31

・体育委員 H27.4.1 ～ R3.3.31 (6年)

・文化委員 H13.4.1 ～ H18.3.31 (5年)

・体育委員 H13.4.1 ～ H15.3.31 (2年)

・文化委員 H27.4.1 ～ R3.3.31 (6年)

6 小林
こばやし

　真理子
ま り こ

城北 ・非常勤職員 H19.10.1 ～ R2.9.30

7 青木
あ お き

　光代
み つ よ

大手 ・文化委員 H25.4.1 ～ R3.3.31

8 犬飼
いぬかい

　富雄
と み お

大手 ・文化委員 H23.7.19 ～ R3.3.31

9 滝澤
タキザワ

　澄夫
スミオ

安原地区 ・地区公民館長 H26.4.1 ～ R3.3.31

・公民館運営委員 H27.4.1 ～ R3.3.31 (6年)

・文化委員 H25.4.1 ～ R3.3.31 (8年)

・館報編集委員 H22.4.1 ～ H25.3.31 (3年)

同上 H26.4.1 ～ R3.3.31 (7年)

・公民館運営委員 H30.4.1 ～ R3.3.31 (3年)

・館報編集委員 H11.4.1 ～ H13.3.31 (2年)

同上 H27.4.1 ～ H31.3.31 (4年)

・図書視聴覚委員 H18.4.1 ～ H20.3.31 (2年)

13 小松
こ ま つ

　浩
ひろし

松南地区 ・体育委員 H20.4.1 ～ R3.3.31

14 栗田
く り た

　恒子
つ ね こ

島内 ・文化委員 H18.4.1 ～ R3.9.10

・図書視聴覚委員 H22.4.1 ～ H26.3.31 (4年)

・文化委員 H28.4.1 ～ R2.3.31 (4年)

16 安藤
あんどう

　久治
きゅうじ

島立 ・体育委員 H19.4.1 ～ H27.3.31

17 西村
にしむら

　弘
ひろし

島立 ・館報編集委員 H24.4.1 ～ R2.3.31

18 横内
よこうち

　一志
か ず し

島立 ・館報編集委員 H23.4.1 ～ R2.3.31

19 塩原
しおはら

　秀俊
ひでとし

神林 ・地区公民館長 H27.4.1 ～ R3.3.31

・公民館運営委員 H31.4.1 ～ R3.3.31 (2年)

・館報編集委員 S53.4.1 ～ S61.3.31 (8年)

・体育委員 S62.4.1 ～ H1.3.31 (1年)

・館報編集委員 H31.4.1 ～ R3.3.31 (2年)

・図書視聴覚委員 H5.4.1 ～ H7.3.31 (2年)

・体育委員 H15.4.1 ～ H17.3.31 (2年)

・文化委員 H11.4.1 ～ H13.3.31 (2年)

・公民館運営委員 H31.4.1 ～ R3.3.31 (2年)

 8年

令和３年度松本市公民館活動推進功労者（候補者）名簿

役　　職 在　職　期　間

 6年

 9年

4 中藤
なかふじ

　俊夫
と し お

第二地区
11年

5 丸山
まるやま

　昌巳
ま さ み

第二地区
 8年

13年

 8年

 9年 8月

 7年

10 櫻井
さくらい

　みき子
こ

城東
 8年

11 征矢野
そ や の

　邦彦
くにひこ

城東
10年

12 増田
ま す だ

　茂樹
し げ き

城東

10年

14年

15年 9月

15 百瀬
も も せ

　明子
あ き こ

中山
 8年

 8年

 8年

 9年

 6年

20 野口
の ぐ ち

　優
まさる

神林

11年

21 小松
こ ま つ

　英明
ひであき

神林

 8年



№ 氏　 　名 推薦館 役　　職 在　職　期　間

・館報編集委員 H12.4.1 ～ H14.3.31 (2年)

・体育委員 H9.4.1 ～ H11.3.31 (2年)

同上 H15.4.1 ～ H17.3.31 (2年)

23 三澤
み さ わ

　進一
しんいち

里山辺 ・体育委員 H25.4.1 ～ R3.3.31

24 森
もり

　玉樹
た ま き

今井 ・体育委員 H23.4.1 ～ H31.3.31

・公民館運営委員 H23.4.1 ～ H24.3.31 (1年)

・館報編集委員 H17.4.1 ～ H22.3.31 (5年)

同上 H28.4.1 ～ R3.10.11 (5年 8月)

26 霜越
しもこし

　和典
かずのり

本郷 ・体育委員 H25.4.1 ～ R3.3.31

27 大澤
おおさわ

　好市
よしいち

四賀 ・公民館運営委員 H23.4.1 ～ R3.3.31

28 竹内
タケウチ

　政恵
マサエ

四賀 ・文化委員 H19.4.1 ～ R3.3.31

29 牛田
う し だ

　惠子
け い こ

梓川 ・非常勤職員 H26.6.25 ～ R3.8.31

 8年

22 赤羽
あかはね

　信
まこと

神林

 8年

10年

 7年 2月

 8年

 8年

25 野本
の も と

　道夫
み ち お

本郷

11年 8月

14年



  

 

 

 

議案第 ３ 号 

 

 

史跡小笠原氏城跡保存活用計画の策定について 

 

１ 趣旨 

  国史跡小笠原氏城跡（井川城跡、林城跡（大城、小城））の今後の保存、活用、整備

の基本方針を定める史跡小笠原氏城跡保存活用計画（案）を取りまとめましたので、そ

の内容について協議するものです。 

 

２ 経過 

  Ｈ２８ 小笠原氏城跡（井川城跡、林城跡（大城））の国史跡指定 

  Ｈ３０ 林城跡（小城）の追加指定 

  Ｒ ２ 史跡小笠原氏城跡保存活用計画策定員会（以下、「委員会」という。）を設

置。これまでに４回開催し、計画（案）を検討 

 

３ 計画（案） 

 ⑴ 計画案（概要） 

別紙１のとおり 

 ⑵ 計画（案） 

   別添のとおり 

 

４ 今後の予定 

 ⑴ 次期開催の市議会経済文教委員協議会に協議します。 

 ⑵ 協議後、パブリックコメントを実施します。 

 ⑶ パブリックコメントでの意見を反映させた後、委員会で最終調整を行い、最終案を

作成します。 

 ⑷ 教育委員会で最終案を協議し、計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会資料 

３．１２．２３ 

文化財課 

担当 文化財課 

課長 竹原 学 

電話 ３４－３２９２ 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 



- 1 -

史跡小笠原氏城跡保存活用計画について
　本計画は、史跡小笠原氏城跡を次世代へ継承し、活用を図るため、史跡の持つ本質的な価値を明確
化し、史跡の重要性を周知するとともに、現状と課題を踏まえた上で、史跡の保存、活用、整備、運
営・体制のあり方について、基本方針を示すことを目的として策定するものです。
　策定に当たっては、有識者や地域関係者（保存団体代表、町会長（井川城下区町会、入山辺橋倉町
会、里山辺林町会））から成る「史跡小笠原氏城跡保存活用計画策定委員会」を令和２年７月に設置し、
計画案の検討を行いました。
　計画期間は令和４年度から令和１３年度までの 10 年間とします。

計画の構成

史跡指定の経過

第１章　保存活用計画策定の目的と経緯 
第２章　史跡の概要 
第３章　調査成果 
第４章　史跡の本質的価値と構成要素 
第５章　史跡の現状と課題 
第６章　大綱・基本方針

名　　　称　小笠原氏城跡　井川城跡 　林城跡
指定年月日　平成 29 年 2 月 9 日（井川城跡、林城跡（大城））
　　　　　　平成 31 年 2 月 26 日（林城跡（小城））
指 定 面 積　509,527.82 ㎡ 
　　　　　　（井川城跡：7,970.28 ㎡ 、林城跡　大城：353,627.54 ㎡ 、小城：147,930.00 ㎡ ）

年 月 内　　　　　容

平成 25 年

６月 松本市中条保育園の移転計画に伴い、井川城跡の試掘調査を実施

８月 中山、入山辺、里山辺の３地区から、県史跡小笠原氏城跡（林城跡、埴原城跡、
山家城跡、桐原城跡）の国史跡指定要望

８月 井川城跡第 1 次発掘調査開始
平成 26 年 ４月 井川城跡第 2 次発掘調査開始
平成 27 年 ６月 井川城跡と林城跡（大城、小城）の３城跡での史跡指定方針を文化庁と協議

平成 28 年
７月 井川城跡と林城跡（大城）の史跡指定に係る意見具申書を提出
10 月 林城跡（小城）発掘調査開始

平成 29 年 ２月 井川城跡と林城跡（大城）が「小笠原氏城跡」として国史跡に指定
平成 30 年 ７月 林城跡（小城）の追加指定に係る意見具申書を提出
平成 31 年 ２月 林城跡（小城）が追加指定

第７章　保存 
第８章　調査研究 
第 9 章　活用 
第 10 章　整備 
第 11 章　運営・体制の整備 
第 12 章　施策の実施計画の策定と経過観察

史跡小笠原氏城跡保存活用計画史跡小笠原氏城跡保存活用計画【概要版】【概要版】
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史跡小笠原氏城跡の概要

史跡小笠原氏城跡について
　史跡小笠原氏城跡は、平地に築かれた井川城跡と
山地に築かれた林城跡から成り、室町時代に信濃守
護であった小笠原氏の拠点として機能していました。
　井川城跡は、薄川や田川の合流地点の南側の低湿
地に位置し、発掘調査により南北 100m、東西 70m
の土壇状の盛土や礎石建物跡等が確認されました。こ
れらの遺構から、低湿地の中にある微高地に大規模
な造成を行って築かれた方形の居館跡であることがわ
かりました。
　林城跡は、大城と小城の２つの城で構成され、鉢
巻状の石積を伴う主郭、尾根上に築かれた無数の曲
輪群、竪堀と一体化した堀切等、松本平に特有な戦
国時代の山城の姿を良好に残しています。
　また、大城と小城の間の谷部には居館をはじめと
する小笠原氏の本拠があったと推測され、平成 14
年度に行われた林山腰遺跡の発掘調査では、その一
端を示す中世の遺構や遺物が確認されました。井川城跡と林山腰遺跡の発掘の成果から、15 世紀末ま
でに小笠原氏の拠点が井川城から林城へと移動したことが明らかになりました。

井川城跡
　井川城跡は、小笠原貞宗が 14 世紀前半に構えたと推定されています。小笠原氏は、拠点を井川から
林へ移しますが、その時期については小笠原氏の系図や伝承から15 世紀中ごろとされています。
　江戸時代に松本藩が藩領の地理や歴史をまとめた『信府統記』には、「井河ノ城」として、地形が少し
高く、東に虎口（出入口） の跡が 1 カ所、城内は畑になり、四方は沼地となっていたことが書かれています。
城内の様子は、江戸時代中ごろには既に現在と同じ状況であったことがわかります。

 ⿃ 井川城跡の発掘調査範囲図  ⿃ 現在の井川城跡

縮尺  1：1911
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印刷実行ユーザー名： 宮井 博樹 印刷日時： 2021年01月30日 13時57分25秒

 ⿃ 松本市及び小笠原氏城跡の位置図
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林城跡（大城・小城）
　林城は、井川から林へ館を移した小笠原清宗が築いたとされ、15 世紀中ごろから後半の始めの間であっ
たと考えられています。天文 14 年（1545）には、信濃への侵攻を始めた武田晴信（信玄）により林周辺
及び小笠原館が放火されており、天文 19 年（1550）には深志・岡田・桐原・山家の４城と共に林城は自
落しました。 
　武田晴信は深志城を拠点とし、武田氏滅亡後も木曾氏、小笠原氏共に深志城に入っていることから、
林城が自落後どのように利用されたか明らかになっていません。武田氏滅亡後の天正10 年（1582）に
松本に戻った小笠原貞慶の代に、修築の手が加えられた可能性も指摘されています。
　今日見る大城は尾根伝いに続く膨大な数の曲輪群と大きな堀切、小城は小規模ながら曲輪や堀切、畝
状竪堀を駆使した縄張りと石積をめぐらせた主郭が特徴です。

大城主郭

大城主郭の石積

大城の切岸と曲輪

大城の堀切

小城主郭

小城主郭の石積
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 ⿃ 井川城跡の地盤断面（堀と盛土）
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林城跡
井川から林へ館を移した小笠原清宗が築いたといわれる要害
で、2つの山城で構成されます。今日見る大城は尾根伝いに続
く膨大な数の平場群と大きな堀切、小城は小規模ながら平場や
堀切、畝状竪堀を駆使した縄張りと石垣をめぐらせた主郭が特
徴です。武田氏の侵攻により天文19年（1550）に自落し、天正
10年（1582）に復権した小笠原貞慶の代に手が加えられた可能
性もあります。

小城の石垣調査
主郭をめぐる石垣が調査され、次のことが分かりました。
●主郭の内側に石列があり、平場全体が土塁で囲まれていた
　可能性がある。
●石垣の背面にもう一列、控えの石垣が築かれて前面の石垣
　と一体の構造をしている。
●近くで入手できる花崗岩を中心に安山岩や玄武岩などの
　岩石が多く使われていた。
★こうした石垣の特徴は、松本をはじめ北信濃や東信濃の山
　城に見られます。

大城に見られる遺構

小城に見られる遺構戦国時代の
小笠原氏要害　
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点があったと考えられます。
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林城跡
井川から林へ館を移した小笠原清宗が築いたといわれる要害
で、2つの山城で構成されます。今日見る大城は尾根伝いに続
く膨大な数の平場群と大きな堀切、小城は小規模ながら平場や
堀切、畝状竪堀を駆使した縄張りと石垣をめぐらせた主郭が特
徴です。武田氏の侵攻により天文19年（1550）に自落し、天正
10年（1582）に復権した小笠原貞慶の代に手が加えられた可能
性もあります。

小城の石垣調査
主郭をめぐる石垣が調査され、次のことが分かりました。
●主郭の内側に石列があり、平場全体が土塁で囲まれていた
　可能性がある。
●石垣の背面にもう一列、控えの石垣が築かれて前面の石垣
　と一体の構造をしている。
●近くで入手できる花崗岩を中心に安山岩や玄武岩などの
　岩石が多く使われていた。
★こうした石垣の特徴は、松本をはじめ北信濃や東信濃の山
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林城跡
井川から林へ館を移した小笠原清宗が築いたといわれる要害

で、2つの山城で構成されます。今日見る大城は尾根伝いに続

く膨大な数の平場群と大きな堀切、小城は小規模ながら平場や

堀切、畝状竪堀を駆使した縄張りと石垣をめぐらせた主郭が特

徴です。武田氏の侵攻により天文19年（1550）に自落し、天正

10年（1582）に復権した小笠原貞慶の代に手が加えられた可能

性もあります。

小城の石垣調査主郭をめぐる石垣が調査され、次のことが分かりました。

●主郭の内側に石列があり、平場全体が土塁で囲まれていた

　可能性がある。●石垣の背面にもう一列、控えの石垣が築かれて前面の石垣

　と一体の構造をしている。
●近くで入手できる花崗岩を中心に安山岩や玄武岩などの

　岩石が多く使われていた。
★こうした石垣の特徴は、松本をはじめ北信濃や東信濃の山

　城に見られます。

大城に見られる遺構

小城に見られる遺構

戦国時代の小笠原氏要害　―林城跡―（大城・小城）

白磁碗

青花碗

青磁

香炉

盤
碗

皿 天目茶碗

大嵩崎谷　平成14年の発掘の様子

礎石建物をともなう平場跡

主郭

林城跡（大城）縄張図

林城跡（小城）縄張図

主郭

主郭の石垣

主郭に残る石垣
切岸と平場

堀切

林山腰遺跡林山腰遺跡は大城と小城にはさまれ
た大嵩崎谷に広がり、平成14 年度の
調査で中世に造成された平場群が確
認されました。大型の礎石建物跡と
平場を縁どる石列、15世紀後半～16
世紀初頭の中国産陶磁器や瀬戸産陶
器が見つかり、山麓に小笠原氏の拠
点があったと考えられます。
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林城跡と関係する周辺の遺跡
〇林山腰遺跡　大城と小城にはさまれた大嵩崎谷に広がり、平成 14 年度の発掘調査で中世に造成さ
れた平場群が確認されました。大型の礎石建物跡と平場を縁どる石列、15 世紀後半～16 世紀初頭の
中国産陶磁器や瀬戸産陶器が見つかり、山麓に小笠原氏の拠点があったと考えられます。
〇水番城跡　大城の東側、橋倉谷を隔てた南方山に主郭を構える小規模な山城で、大城の水源警護を
目的に小笠原清宗が築城したと伝わります。主郭には、背面を中心に鉢巻状の石積が残り、堀切は 4 
重となっています。堀切背後の西斜面の畝状竪堀、合流する竪堀など、林城跡との共通点が見られます。

 ⿃ 林城跡と周辺の史跡

史跡小笠原氏城跡の本質的価値（国指定史跡としての学術的価値）
１　信濃守護小笠原氏の居城であること

　小笠原氏城跡は、小笠原氏が信濃守護に任じられてから、武田晴信の侵攻により信濃を追われるま
での居城であることが、文献史料、発掘調査等により明らかにされています。

２　室町時代から戦国時代への領主の居城の変遷を知ることができる
　中・近世の史料と井川城跡、林山腰遺跡の出土遺物から裏付けられた、小笠原氏の井川城から林城
への拠点移動は、戦国時代の軍事的な緊張の高まりの中、列島規模で行われた平地居館から山城への
地域領主の拠点移動の状況を具体的に示しています。我が国における室町時代から戦国時代に至る領
主の居城の在り方を示す典型例であり、保存状態も良好であることに極めて高い価値があります。

３　信濃を取り巻く諸勢力の軍事的、政治的な動向をうかがうことができる
　３城跡は、信濃守護に任じられてからの小笠原氏による信濃支配、小笠原氏の分裂、武田晴信の
信濃侵攻による小笠原氏の信濃退去に至るまでの変遷を示すとともに、室町幕府や鎌倉府、上杉、
徳川、北条といった信濃を取り巻く諸勢力の政治的、軍事的な動向を知る上でも重要です。

４　中世的な支配構造から近世的な支配構造への変化を捉えることができる
　戦国時代から江戸時代初めにかけて、方形居館や山城を中心とした中世的な支配構造から、平地の
拠点城郭を核とする近世的な支配構造へと変化を遂げました。その過程を、松本市域の４㎞四方の中
に所在する、小笠原氏城跡と松本城という中・近世の城郭遺産によって総体的に捉えることができます。

史跡小笠原氏城跡の概要
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大綱

基本方針
１　保存

⑴　史跡の本質的価値を次世代へ継承するために、周辺の環境に配慮した保存の方法を定めます。
⑵　遺構保存のために必要な調査を行い、適切な保存の手法を検討します。
⑶　史跡小笠原氏城跡を保存の中核としますが、史跡の本質的価値に関係する周辺環境についても

保存を図ります。
⑷　史跡の保存のために、必要に応じて史跡の追加指定や公有化を検討します。

２　調査研究
⑴　史跡の保存のための調査研究を継続して行い、史跡小笠原氏城跡の本質的価値をより明確にし

ます。
⑵　史跡小笠原氏城跡に関係する遺跡についても、調査研究を行い、新たな価値付けの発見に努め

ます。
⑶　調査研究の成果は、史跡の保存活用に活かすとともに、積極的に公開します。

３　活用
⑴　史跡の本質的価値、魅力、重要性を多くの人に理解してもらえる活用を行い、保存に繋げます。
⑵　史跡小笠原氏城跡をとりまく周辺の文化財や、市内の山城等の関連文化財を広域的に繋ぎ、一

体となった活用を行います。
⑶　史跡に求められているニーズを把握し、地域や学校教育での学習、地域づくりの場、観光資源と

しての活用など、多くの人に活用してもらえる史跡を目指します。
４　整備

⑴　遺構の保存を第一とし、史跡の本質的価値を多くの人に理解してもらえるよう、調査研究の成果
や整備過程等の情報を発信しながら、段階的な整備を行います。

⑵　史跡の景観に調和した整備を行うとともに、地域住民や見学者が安全・快適に史跡を見学、利
用でき、市民に親しまれる整備を行います。

⑶　室町時代から戦国時代の城館の姿を体感できる整備を行います。
５　運営・体制

⑴　土地所有者や関係する団体、機関と連携して史跡の保存活用を図れる体制を構築します。
⑵　保存活用事業を行うにあたり、地元住民や関係する団体との連携を強化しつつ、事業の協働・支

援を行います。

史跡小笠原氏城跡の目指す姿（大綱）と基本方針

１　信濃守護小笠原氏の拠点となった城跡を適切に保存し、時代ごとに特徴の異なる中世の城館の
姿を体感しながら、信濃における中世の歴史はもとより、我が国における領主拠点の移り変わりを
学べる場として活用を図ります。

２　史跡小笠原氏城跡の本質的価値、魅力、調査研究の成果等を積極的に情報発信するとともに、
市民に親しまれ、史跡の持つ魅力を伝えられる整備を行うことによって、多くの人から大切にされる
史跡として次世代へ継承されていくことを目指します。
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史跡小笠原氏城跡の保存

指定地全体

井川城跡の地区区分と保存の方法

林城跡の地区区分と保存の方法

　史跡小笠原氏城跡に関する発掘や文献史料等による調査を継続し、新たな価値の発見や、遺構の残存
状況の把握に努め、適切な保存を行います。また、本質的価値に関係する周辺環境についても、土地所
有者や関係機関等と連携し、一体的な保存を図ります。さらに、史跡小笠原氏城跡の保存に対する考え
方を、遺構の立地や周辺環境に応じて地区区分ごとに明示するとともに、史跡の現状を変更する行為及
び保存に影響を与える行為に対し、取扱基準を設定し、本質的価値が損なわれないよう、保存の方法を
定めます。

Ａ－１（主要遺構が残る民有地区域）
• 遺構が検出された深さの周知を行うなどし、土地所有者（利用者）

の理解、協力を得ながら適切な保存を図ります。
• 公共下水道等、周辺住民の生活等に必要な要素については、現

状維持とします。
• 土地所有者・利用者の理解と協力を得ながら公有化を目指します。

Ａ－２（主要遺構が残る公有地区域）
• 遺構の毀損や滅失がないよう適切な保存を図ります。
• 史跡の保存活用の支障となるものについては、関係者との協議の

うえで、移転・除去などの整理を進めます。
• 公共下水道等、周辺住民の生活等に必要な要素については、現

状維持とします。
今後保護を検討する範囲

• 追加指定や公有化を検討し、遺構の保存を原則とした周知の埋
蔵文化財包蔵地としての保護が行えるよう、土地所有者（利用者）の理解、協力を求めます。

• 地下遺構が誤って毀損されないように、遺構が検出された深さの周知を行います。また、土地所有者（利
用者）の理解、協力を得ながら地下遺構の保存を図ります。

Ａ－ａ区（主郭を中心とした主要遺構が残る区域）
Ａ－ｂ区（主要遺構が残る区域）

• 日常的な維持管理に加え、遺構の毀損やそのおそれのある箇所の把握を行います。
• 石積は現状維持を原則とし、現状記録等を行い、適切な保存を図ります。
• 石積の崩落等のおそれがある場合は、予防措置を図り、必要に応じ修理等の方法を検討します。
• 遺構の保存、見学者の安全確保の観点から、マウンテンバイク等の乗入れを禁止するサイン等を設

置し、定期的な見廻りを行います。（大城）
Ｂ区（急傾斜森林区域）

• 原則として現状の地形を保存します。
• 大部分が土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に指定されており、近隣住民の安全を優先とし、

関係機関と協力し保護を図ります。

 ⿃ 井川城跡の地区区分
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現状変更等の取扱いについて
　文化財保護法では、史跡の現状を変更する行為及び保存に影響を及ぼす行為をする場合、文化庁長
官又は松本市教育委員会の許可を得ることが必要です。史跡小笠原氏城跡を適切に保存するため、現
状変更等の取扱方針を本計画で定めました。

〇現状変更等の取扱方針
　史跡指定地内で、史跡の本質的価値に影響を及ぼす現状変更等は、原則として認めません。ただし、
保存活用に資するために計画される調査研究及び整備、史跡の管理上必要な行為のほか、土地所有
者や近隣住民等の生活、農林業等の生業に関わるものや、公益・公共的施設、防災関連施設、便益
施設、森林管理等に伴う現状変更等は、史跡に及ぼす影響が必要最小限であるものは認めます。

史跡の追加指定について

指定地の公有化について

　地区区分で今後保護を必要とする範囲とした場所は、史跡の本質的価値に係る遺構・遺物の存在が
確認・推測されていることから、土地所有者の同意を得て追加指定を進めます。今後の調査研究により、
史跡の本質的価値に係る遺構があると推定された範囲については、追加指定を検討します。

　井川城跡は、中心市街地に位置し、積極的な保護を図る必要があることから、土地所有者・関係者の
理解を得ながら公有化を進めます。林城跡は、山地に位置し開発等のおそれが少ないことから、現状維
持を基本とします。重要遺構の保存や整備を行う必要のある場所については、公有化を検討します。

今後保護を検討する範囲
• 遺構の保存を原則とし、土地所有者等の理解、協力を得ながら周知の埋蔵文化財包蔵地として保護し

ます。周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれない範囲は、遺構や景観の保護について土地所有者等の理解、
協力を求め、今後の調査によって遺構が確認された場合は、周知の埋蔵文化財包蔵地に含めます。

〇現状変更等として想定される行為の例
発掘調査等学術目的の調査、史跡の保存・活用・整
備上必要な行為、土地所有者・周辺住民の日常生活・
生業・森林の維持管理に必要な行為

〇現状変更等許可を必要としない行為の例
　史跡が毀損した場合の応急措置、復旧
〇現状変更に当たらない行為の例

日常的な維持管理行為（清掃、除草、支障枝剪定等）、既存施
設の維持管理行為、遺構面に及ばない深度の耕作・農業行為

 ⿃ 大城の地区区分  ⿃ 小城の地区区分

A-aA-a

A-aA-a

今後保護を検討する範囲今後保護を検討する範囲

今後保護を検討する範囲今後保護を検討する範囲

A-bA-b

BB

BB

BB

BB

A-aA-a

今後保護を検討する範囲今後保護を検討する範囲

A-bA-b
BB

BB BB

BB
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指定地全体

井川城跡 林城跡

　史跡を適切に保存するために、遺構の範囲や現状を確認するための調査を行います。また、史跡の活用、
整備に必要な発掘調査の実施や、史跡指定地周辺の調査研究の実施を検討します。

１　遺構を適切に保存するために、遺構の範囲や内容の確認調査、遺構の破損状況調査等を実施し
ます。

２　遺構の復元、表示等の活用、整備に必要な情報を得るための発掘調査を行います。
３　史跡小笠原氏城跡の歴史的環境等について、絵図や文献資料での調査を引き続き行います。
４　指定地周辺で史跡の本質的価値との関係が推定される範囲の発掘調査等の調査を検討します。
５　調査の現状や成果を発掘調査現地説明会やウェブサイト等で随時公開するとともに、調査終了後

に発掘調査報告書を刊行し、学術的な成果を広く公開します。

　既存の調査成果のほか、保存、活用、整備等
のための調査が必要な場合は、発掘調査等の追
加調査を行います。

１　遺構の範囲確認のための縄張調査、航空
レーザー測量等の実施を検討します。

２　曲輪や石積等の地上露出遺構の現状記録
や破損状況確認のための調査を行います。

１　学校や生涯学習の場での活用

２　周辺文化財と一体となった活用

３　情報発信

　郷土を代表する文化財として親しみを持ち、学校教育や生涯学習の場で活用してもらえるよう、史跡
の本質的価値を体感できる環境づくりや情報発信を行います。また、周辺文化財と一体となった活用や
様々な層への情報発信の手法を検討し、地域づくりや観光に繋がる活用を推進します。
　活用に係る各種事業の計画、実施に当たっては、地元町会や保存団体など、地域住民との協働を行う
ことで、より多くの市民が参画する、地域に根差した活用を図ります。

　史跡小笠原氏城跡への興味関心を高めてもらえるよう、史跡小笠原氏城跡の魅力、調査研究の成
果や整備の過程等を、パンフレット、ウェブサイト、ＳＮＳ等により常時発信し、最新の情報を市民、
観光客等と共有します。

⑴　史跡小笠原氏城跡の理解を深め、地域の魅力や回遊性の向上に繋げるため、関連する文化財や
伝承地等を巡る散策ルートの設定、博物館等の周辺施設との連携等を検討します。

⑵　松本城や県史跡の埴原城、山家城、桐原城など、関連する城跡と一体となった活用を検討します。

⑴　出前講座の実施や現地での学習を支援する等、学校や生涯学習の場で積極的に活用してもらえ
る仕組みづくりを検討します。

⑵　井川城跡と林城跡を結ぶウォークラリーや山城の立地を活用した自然観察を行う等、様々な視
点での講座を模索し、幅広い層の方に史跡小笠原氏城跡を周知する取組みを検討します。

史跡小笠原氏城跡に関する調査研究

史跡小笠原氏城跡の活用
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指定地全体

井川城跡

林城跡

１　全体の方向性
⑴　整備の具体的内容、事業計画等を定める整備基本計画を策定し、保存と活用の両面の調和のと

れた整備事業を計画的に実施します。
⑵　整備は、調査研究によって得られた学術的成果に基づいて実施します。
⑶　事業を適切かつ効果的に実施するため、計画段階から有識者や地域関係者から成る委員会と、

長野県教育委員会、文化庁の指導助言を仰ぎながら実施します。
⑷　整備に伴う発掘調査の現地説明会や整備工事見学会等の開催、発掘調査や整備状況の情報発

信を行い、史跡や整備事業に対する市民理解を得ながら事業に取り組みます。
２　保存のための整備（修理）

⑴　日常的な維持管理、経過観察を適切に行います。
⑵　現状調査や破損状況調査等を実施し、修理を要する箇所等をあらかじめ把握し、毀損の未然防

止や計画的な修理を実施します。
⑶　史跡の毀損が発生した場合は、速やかに被害の拡大防止措置を取り、毀損の程度、発生原因等

に応じた方法を検討し、必要な手続きを行ったうえで復旧を実施します。
３　活用のための整備（遺構表示、復元、案内板等設置、便益施設整備等）

⑴　史跡小笠原氏城跡に対する理解を深め、誰もが室町時代から戦国時代の城館を体感できる整備
活用を目指します。

⑵　史跡小笠原氏城跡の理解促進と歴史的景観の向上等のための整備、快適で安全な利用環境を提
供するための整備、市民の憩いの場や地域の活動の場としての環境整備等を計画的に実施します。

１　史跡の追加指定と指定地の公有化によって保存範囲の拡大を図りながら部分的な整備を実施し、公
有化の進捗状況を踏まえて井川城跡全体の本格的な整備に取り組みます。

２　説明板等による基本的な情報の提示、遺構の平面表示や復元整備等を行います。
３　市街地に位置し、保育園も隣接していることから、市民の憩いの場や地域の活動の場としての活用

が可能となるよう整備を進めます。

１　石積等の露出遺構の現状調査、破損状況調査に基づく保存のための整備に計画的に取り組みます。
２　史跡指定範囲が広いことから、活用のための整備は遊歩道・見学路沿いや主要な遺構が集中して

いる範囲を中心に実施することとします。
３　林城跡を構成する特徴的な遺構に対する現地の説明板や、城跡の構造等に関する説明板の設置

等によって史跡の理解を手助けし、遺構を見ながら戦国時代の山城を体感できるようにします。

史跡小笠原氏城跡の整備
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　松本市教育委員会文化財課では、市民をはじめとする多くの方々
に文化財をより身近に感じていただくため、松本市内の文化財情報
を発信する SNS を開設しています。
　指定・未指定文化財の紹介、文化財関連イベントの紹介など、市
内の文化財の魅力を発信していますので、ぜひご覧ください。 Facebook

文化財情報を発信する SNS を開設しています

　　編集発行　松本市教育委員会 文化財課（史跡整備担当）
　　〒 390-0823　長野県松本市中山 3738-1
　　電話：0263-85-7064 ／ Fax：0263-86-9189 ／ E-mail：bunka@city.matsumoto.lg.jp

　　　　　　　　　史跡小笠原氏城跡保存活用計画【概要版】　

Instagram

史跡小笠原氏城跡の保存活用の運営・体制の整備

１　保存、活用、整備体制の整備

実施計画

２　地域との協力体制の整備

経過観察

　史跡小笠原氏城跡を適切に保存、活用、整備するために、有識者や地元住民からなる委員会の設置や、
庁内及び関係機関等との運営・体制の整備を行います。また、地元町会や保存団体等との情報共有や
連携協力を図り、地域と行政が一体となった史跡の保存活用を行います。

⑴　地元町会や保存団体等との連携を図り、史跡小笠原氏城跡の調査研究成果等の情報共有、連
携事業等を行うほか、日常管理についても連携協力できる体制を整備します。

⑵　市民参加型の保存、活用、整備等に関する事業の検討や、講演会等の普及公開事業を継続して
行い、史跡の保存活用の機運を高める取り組みを行うことで、担い手となる人材の確保に繋げます。

⑶　地元団体、保存団体による史跡の保存活用活動に対し、引き続き補助金の交付等の支援を行います。

　史跡の保存活用を計画的に実施するために、計画策定後の事業の進捗状況、事業効果等の経過観察
を行い、解決すべき課題や見直しの必要性を把握し、事業の適切な推進を図ります。
　経過観察に当たっては、事業の進捗状況等について自己点検を行い、課題の把握や見直しの必要性の
検討を行います。また、松本市が実施している行政評価等により、事業の達成状況等を検証し、議会、
市民に公開します。

⑴　保存、活用、整備等に関する事業の計画策定、実施については、有識者や地域住民等からなる
委員会を設置し、文化庁及び長野県教育委員会の指導助言を得ながら行います。

⑵　庁内の関係課及び関係機関と連携して、適切な保存を行える体制を構築します。

　計画に定めた各施策の方向性や、方法について計画的に進めていくため、整備基本計画策定及び優先順
位の高いものを短期計画とし、将来的に行う必要があるものを中・長期計画として、実施計画を作成しました。
　各施策は、有識者や地域関係者からの指導助言、土地所有者や地元市民の意見、土地の公有化の状
況等を踏まえながら実施し、必要に応じて計画の見直しを行います。

施策の実施計画の策定と経過観察
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文 化 財 課 

議案第 ４ 号 

 

 

松本市指定文化財の指定について 

 

 

１ 趣旨 

  令和３年９月１６日付教育委員会諮問第２号で松本市文化財審議委員会に諮問し、

１２月１０日に答申のあった下記物件について、松本市文化財保護条例に基づき松本

市指定文化財として指定を行うものです。 

 

２ 指定する文化財 

 ⑴ 名称・区分・所在地 

名 称 指定区分 所 在 地 

シガウスバハギの

化石 

特別天然記念物（地質

鉱物） 

松本市七嵐８５－１（四賀化石

館） 

 ⑵ 指定理由 

別添物件概要書のとおり 

 ⑶ 適用条文 

   松本市文化財保護条例第 3条、同条例施行規則第 2条第 1項 

 

３ 答申書（写） 

  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

  

担当 文化財課 

課長 竹原 学 

電話 ３４－３２９２ 

一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 

 



 

 

松本市指定文化財概要書 

 

１ 指定区分 特別天然記念物 

２ 名称   シガウスバハギの化石 

３ 所在地  七嵐８５−１（四賀化石館） 

４ 所有者  松本市 

５ 物件の概要 

 ⑴ 員数 ２個 

 ⑵ 年代 新生代新第三紀中新世 

 ⑶ 法量 最大長 18.5 cm 最大幅 10.7 cm  

 ⑷ 内容 

   カワハギ科（Monacanthidae）に属する魚類化石であり、脊柱，第１背鰭棘，第２背

鰭，臀鰭および尾鰭が保存された標本である。第１背鰭，総脊椎骨数および鱗等の特徴

から同化石はウスバハギ属の新種であると同定され、国際学術誌上でシガウスバハギ

（Aluterus shigensis）と命名されている（Miyajima et al., 2014）。カワハギ科の魚類

は，現在世界中の熱帯〜温帯の浅海域に多数生息している。しかしながら、化石の産出

は極めて少なく、本化石はアジア地域で発見された唯一のカワハギ科化石であり、学術

上極めて高い価値を有している。現生標本との比較から、同種は熱帯域に生息するソウ

シハギに極めて近い種と考えられている。また、近縁種の化石産出記録とあわせると、

中期中新世にはすでにウスバハギ属が太平洋や大西洋に広く分布していた可能性が示唆

される。 

   本化石は、平成 24 年に松本市四賀地区反町の保福寺川で中新世中期の別所層から発

見され、平成 26 年に四賀化石館へ寄贈された。 

６ 指定理由および根拠 

⑴ 指定基準 

  ア 種別 ３ 地質鉱物 

       ⑿ 特に貴重な岩石，鉱物及び化石の標本等 

  イ 基準 １ 左記のうち学術上貴重でこの地方の自然を記念するもの 

⑵ 指定理由 

   アジアで初となるカワハギ科の化石であり、カワハギ科の進化や地理的分布、中新世

中期の信州の海洋環境を考える上で、大変貴重な資料である。 

 

７ その他参考となる資料 

  Miyajima, Y., Ohe, F., Koike, H. and Matsuoka, H., 2014, First fossil occurrence of a 

filefish (Tetraodontiformes; Monacanthidae) in Asia, from the Middle Miocene in Nagano 

Prefecture, central Japan. Zootaxa, 3786 (3), 382-400. doi: 10.11646/zootaxa.3786.3.7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○松本市文化財保護条例（抜粋） 

（指定） 

第３条 松本市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、前条の規定による文化財で、

特に保存及び活用の必要があると認めるものがあるときは、次に掲げるそれぞれの文化財

（以下「指定文化財」という。）として指定することができる。 

  （中略） 

（７） 松本市特別天然記念物 

前条第４号に規定する文化財のうち、動植物及び地質、鉱物で重要なもの 

 

○松本市文化財保護条例施行規則（抜粋） 

第２条 条例第３条の規定による指定は、別表第１の指定基準によって行うものとする。 

別表第１（第２条、第５条関係） 

区分 種別 指定（認定）基準 

松本市特別

天然記念物 

（中略）  ＜指定基準＞ 

１ 左記のうち学術上貴重でこの地

方の自然を記念するもの 

２ 上記に掲げるもののほか、４村の

指定文化財であったもの 

３ 地質鉱物 （中略） 

（１２） 特に貴重な岩石、

鉱物及び化石の標本等 

 

 





 

報告第 １ 号 

 

 

国宝松本城 天守夜間特別観覧（天守ナイトツアー）について 

 

１ 趣旨 

冬の観光の魅力向上や誘客促進策として、２月の週末に国宝松本城 天守夜

間特別観覧（天守ナイトツアー）を試験的に実施することについて報告するも

のです。 

 

２ 事業の概要 

⑴ 目的 

松本城イルミネーション（１２月から２月）及びまつもと冬割キャンペー

ンなどとの相乗効果による、冬期間の観光客の増加に資する施策として実

施するものです。 

⑵ 期間及び時間 

ア 期間 令和４年２月のうち１２日間 

市民対象日 
観光客（市内宿泊者） 

対象日 

２月 ４日（金） ５日（土） ６日（日） 

１１日（金・祝） １２日（土） １３日（日） 

１８日（金） １９日（土） ２０日（日） 

２５日（金） ２６日（土） ２７日（日） 

イ 時間 １８時から１９時 

⑶ 参加者の募集 

ア 市民対象日は松本城管理課が申込みを受け付け、応募者多数の場合は抽

選を行い、当選者へ通知します。 

イ 観光客対象日は、着地型旅行商品として、松本観光コンベンション協会  

が市内ホテル・旅館に販売します。 

⑷ 観覧料 

 ア 市民 ７００円 

 イ 観光客（市内宿泊者） 

観覧料７００円＋特別御城印３００円をセット商品として、観光コンベ

ンション協会が市内ホテル・旅館に販売。ホテル・旅館ではナイトツアー

と宿泊をセットにした商品を観光客等に販売します。 

⑸ 実施主体 

松本市、（一社）松本観光コンベンション協会 

⑹ 特徴 

天守への夜間入場は、史上初の試みで希少な体験となります。また、天守 

内の主要箇所で職員が解説しながら案内します。さらには、天守６階で行燈 

教育委員会資料 

３．１２．２３ 

松本城管理課 



の明るさを再現した江戸時代の暗さ体験を行うとともに、本丸御殿跡や埋橋 

をＬＥＤ照明で装飾し、天守から眺めるレーザーマッピングと合わせて撮影 

スポットを演出します。 

⑺ 安全性の確保 

ア 事前予約制とし、１日の定員は４０名とします。各２０名を１班として、

各班に職員２名が付いて案内誘導します。 

イ 天守内の照明を点灯した上で、階段など明るさが不足する箇所に補助照

明を設置します。 

ウ 入口と出口を同一として、１階に靴を置き、靴を持たずに観覧していた

だきます。 

エ 参加者のマスク着用や手指消毒の徹底など新型コロナウイルス感染症

の基本的な感染対策を徹底するとともに、実施２週間前の感染警戒レベル

により開催の可否を判断します。 

⑻ 防寒対策 

ア 天守６階などの床にカーペットを敷きます。 

イ １階から５階の窓は閉鎖して風対策を行います。 

ウ 参加者へあらかじめ、松本の冬の気温や望ましい服装などを周知します。 

 

３ その他関連事業（本丸庭園の夜間特別公開） 

⑴ 趣旨 

松本城イルミネーションでスペシャル演出を行う日に合わせ、松本城本丸 

庭園の一部を夜間公開します。 

 ⑵ 実施日 ３日間 

  ア クリスマス    １２月２４日（金）、２５日（土） 

  イ バレンタインデー  ２月１４日（月） 

 ⑶ 公開時間 １７時３０分から２０時（最終入場１９時５０分） 

 ⑷ 演出 

フォトスポットとして各テーマに沿った装飾を行います。 

 

４ 今後の予定 

⑴ １月上旬に市民向け参加者の募集を開始します。 

⑵ 文化財課城郭整備担当の協力を得て、ツアー内容の充実を図ります。 

⑶ 参加者アンケートを行い感想等の収集及び満足度等を調査し、結果を検証

し、翌年度以降の検討を行います。 

 

 

 

 

担当 松本城管理課 

課長 勝山 裕美 

電話 ３２－２９０２ 

日々の松本城を発信！ 公式インスタグラム 



 

 

報告第 ２ 号 

 

まつもと子ども未来委員会による市への提言について 

 

１ 趣旨 

  「松本市子どもの権利に関する条例」に基づき設置している、まつもと子ども未来委

員会が、第３８回松本市青少年健全育成市民大会・「松本子どもの権利の日」市民フォー

ラムで、市への提言を行いましたので、その概要について報告するものです。 

 

２ 第７期まつもと子ども未来委員会について 

別紙１のとおり 

 

３  実施日及び場所 

令和３年１１月２１日（日） 勤労者福祉センター 大会議室 

 

４ 参加者 

 ⑴ 第７期まつもと子ども未来委員会委員 ４２名中３１名 

 ⑵ 市発言者 ２名（市長、教育長） 

 ⑶ 全体 １５０名（関係者９１名、一般５９名） 

 

５ 提言の内容 

 委員会でテーマを決定し、グループに分かれて学習を進め、考えをまとめました。 

グループ 主な提言の内容 

環境 マイボトルキャンペーン、マイボトル用の給水場所の設置、環境ポスターの作成 

コロナ対策 教室への換気扇設置、長期休暇中のﾜｸﾁﾝ接種、自ら考える形のｺﾛﾅの授業の実施 

ＰＲ（井戸） 井戸の水質や味の特徴をわかりやすくする、井戸に東屋・ベンチ・足水を設置 

ＳＮＳ 学校での目のストレッチ時間の設置、ネットのいじめ等に関する相談窓口の設置 

  詳細は、別紙２「市への提言の報告」及び別紙３「当日の発表資料」のとおり 

 

６ 今後の予定 

 ⑴ 提言内容について、市の施策への反映を関係課に照会します。 

 ⑵ 今期の活動終了後、提言内容を活動報告集にまとめ、関係機関へ配付します。 

 

 

教育委員会資料 
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こども部 

担当 こども育成課 

課長 西村 宏美 

電話 ３４－３２９１ 



 

第７期まつもと子ども未来委員会について 

 

１ 趣 旨 

  子どもにやさしいまちづくりを一層進め、子どもの意見表明や参加の促進を図るために開

催するものです。 

 

２ 内 容 

子どもたちが、学校、地域、年代を越えて、市政や地域の課題について学び、解決に向け

て意見交換をするなど、活動をとおして自分たちが住むまちへの意識を高め、松本のまちづ

くりを子どもたち自らが考えます。 

 

３ 活動期間 

  令和３年４月～令和４年３月 

  （８月下旬～９月は、新型コロナウイルスの感染拡大のため活動を中断） 

 

４ 委 員 

松本市内在住・在学又は活動している小学５年生～高校２年生 ４２名 

 

５ サポーター 

  信州大学２名、松本大学３名、松本短期大学２名 

 

６ 主な活動 

⑴ 委員会 １５回（１カ月に１～２回） 

 ⑵ 市内施設見学 １回（８月） 

⑶ 市への提言 １回（１１月） 

 

７ 今期の事業 

 ⑴ 市への提言 

松本市が取り組んでいる事業について、みんなで学び話し合い、自分たちの考えを提言 

ア 環境について 

イ コロナ対策について 

ウ 市のＰＲ（井戸）について 

エ ＳＮＳについて 

⑵ 松本市平和記念式典・平和の集いでのメッセージ発表 

「戦争による子どもへの被害」、「平和の実現に課題となっていること」などについて、

委員会で調べ、話し合って意見をまとめ、８月１５日に開催された松本市平和記念式典・

平和の集いで、平和の実現に向けたメッセージを発表 

別紙１ 



市への提言の報告 

 

１ 環境グループ ～松本のごみ問題と生物～ 

 ⑴ テーマを選んだ理由 

・松本市のゴミの量について興味を持ったから 

・地球汚染などについて聞いて自然が少なくなってしまうことが心配になったから 

 ⑵ 課題 

  ・松本城のお堀や駅前など、ポイ捨てが多い 

・県内のほかの市町村に比べてごみの排出量が多い 

 ⑶ 提言 

  ・マイボトルキャンペーンの実施（マイボトル持参者にステッカーを配布、お店で割引） 

・マイボトル用の給水場所をお店や大通りに設置 

・ポイ捨て防止や分かりやすいゴミの分別のポスターを作成 

 

２ コロナ対策グループ ～松本市のコロナ対策～ 

 ⑴ テーマを選んだ理由 

  ・コロナで不安な人たちのことを考えたり調べたりしたかった 

  ・松本市のコロナ対策の現状を知りたかった 

・コロナに感染することで心無い言葉をかけられる等の二次被害への対策を知りたかった 

 ⑵ 課題 

  ・ワクチン接種日が平日だと、学校を欠席・早退しなければならない 

  ・感染警戒レベルが下がると外出する人が増える 

・身近で感染者が出ると、感染者について深く調べてしまう 

・修学旅行に行けなかったり行き先が変更になったりした 

・給食の黙食がつらい 

 ⑶ 提言 

  ・全ての教室に換気扇を設置する ←換気のため窓を開けるが窓側の人が寒い 

・ワクチン接種は、長期休暇の時に集団接種で行う 

・感染警戒レベルが下がった後は、１週間の不要の外出を控える期間を設ける 

・コロナについて何が問題でどう解決すれば良いか自分たちで考える授業を行う 

・学校行事や修学旅行などの変更は、子どもたちにも相談をする 

 

３ ＰＲグループ ～井戸のＰＲ～ 

 ⑴ テーマを選んだ理由 

  ・松本の観光地＝松本城となっている 

・松本の水はきれいだということを多くの人に知ってもらいたいから 

 ⑵ 課題 

  ・井戸に掲示している水質表がわかりにくい 

  ・井戸の水質や味の特徴がわからない 

  ・涼んだり休憩できたり、立ち寄りやすい場所が少ない 

別紙２ 



 ⑶ 提言 

  ・水質や味の特徴をわかりやすくまとめたものを井戸に貼る 

  ・全ての井戸に東屋やベンチを設置する 

・足水を設置する（足湯のお湯を井戸水にしたもの） 

 

４ ＳＮＳグループ ～インターネットが及ぼす影響～ 

 ⑴ テーマを選んだ理由 

  ・ＳＮＳを利用することが増え、同時にＳＮＳに関する問題も増えてきたと感じ、現状を知 

りたいと思ったから 

 ⑵ 課題 

  ・ＳＮＳを利用したいじめが起こっている 

  ・インターネットの長時間利用による健康被害（視力低下、学習への悪影響、聴力低下） 

  ・個人情報の流出、犯罪などに巻き込まれる 

 ⑶ 提言 

  ・インターネットでのいじめなどの困りごとを相談する窓口を設置する 

・勉強できない＝スマホの使いすぎという考えを学校側と協力して変える 

・ＳＮＳの使用を制限するだけではなく、知識や正しく恐れることの大切さを教える 

・学校などで、目のストレッチをする時間を設けるなど、健康被害の対策を行う 

 

５ 教育長コメント 

  みんなのおかげで松本の未来が明るく見えてきた。こども部長をしていた時に活動していた 

メンバーが、成長して今日も姿を見せてくれて、とてもうれしくなった。 

 ⑴ 環境について 

・ポイ捨てが多いことは以前からの課題であり、改善されないのはその取組みが難しいとい 

うこと。こうしたことを変えていくには、市民一人一人の意識が変わる必要があるが、そ 

こに難しさがある。 

・マイボトルキャンペーンはとてもいい取組み。マイボトルを持つことで何かメリットがあ 

る方が良いということで具体的に考えたのはリアリティがあって良かった。 

・松本市は県内の中でも一番ごみの排出量が多いと発表があったが、これは生活系のごみだ 

けではなく、事業系のごみも多い。松本市は観光客がたくさんやってきて、ホテルやお店 

が多いということで、ごみが増えてしまうのかなと思う。事業系のごみを減らすためには 

どんなことが必要なのか一緒に考えてもらえたらと思う。 

 ⑵ コロナ対策について 

・皆さんの心の叫びを聞いて大変切なくなった。みんなが伸び伸びと自由に楽しく過ごして 

ほしいと思っているので、給食の黙食が辛いことや修学旅行に行けなかったことについて 

我慢をさせてしまっていることはとても心苦しく思っている。 

・教室に換気扇を設置する提案については、どれだけ効果があるのかも含めて検討したい。 

・ワクチンの接種を長期休暇にそろえる提案については、５歳～１１歳の接種が始まるので 

そこに向けて検討していきたい。 

・コロナはどんな怖さがあるのか自分たちで考える授業をやりたいという提言は、とても心 



強く思った。さっそく先生方と相談していきたい。 

・修学旅行等の変更については、選択肢を用意して子どもの意見を聞いた学校もあるが、 

なるべく意見を聞いてもらうようにお願いをしていきたい。 

 ⑶ ＰＲ 

・井戸は松本市の大きな魅力の一つ。東屋やベンチの設置は良いアイディアだが、井戸は場 

所が限られてしまうので、設置するのが難しい場所もある。設置できる場所については、 

休める場所があれば活用も広がると思う。 

⑷ ＳＮＳ 

・ＳＮＳは、今、市長や私が一番心配していること。学校に一人一台端末が配備されたが、 

 町田市で端末を使ったいじめがあり、その子が自殺してしまった事件もあった。いじめが 

 起きる原因など根本的なところに目を向けていくことが大事だと思う。 

・大人が思いつかないようなことを提案してもらったと思う。年代の高い大人は、インター 

ネットやパソコンに慣れてないので、子どもや若者が自ら考えて今回のようにルールを作 

り、それを若い人に広めてもらうのが一番効果的ということを改めて感じた。 

・市への提言をたくさんいただいたが、具体的にできることを考えていきたい。 

 

６ 市長コメント 

 発表の声が非常に大きく堂々としていて聞きやすかった。人前で話すということは、これか

らみなさんが大人になるごとに必要な武器になってくる。こういう機会をたくさん持ってほし

いと思う。 

また、今回発表してもらった４つのテーマは、市役所で非常に力を入れていかなければなら

ないと考えて議論などをしている分野と重なっている。２０年、３０年後の二酸化炭素をゼロ

にするような社会になった時、気候変動や身の回りの生活や交通、エネルギーなどがどう変わ

るか、そのために今やるべきことは何かということに興味を持つことは、大事なこと。このよ

うなことを勉強の中心においてもらいたいと感じた。 

 ⑴ 環境について 

・マイボトルキャンペーンについては、松本市と信州大学で街中に浄水器を設置していく計 

画が始まった。人の集まりやすい場所に浄水器を設置し、マイボトルを持参して飲むこと 

を習慣にしたり、市外の人にもおいしさを知ってもらったりする取組みを進めている。マ 

イボトルを活用することでプラスチックに依存する生活を減らし、プラスチックを作る際 

の二酸化炭素を減らすことで、地球温暖化気候変動を抑えていくことにもつながる。 

  ・ポスターを作るといった提案は、子どもたちが作るポスターだからこそ多くの人が目を向 

けてくれると思う。紙のポスターだけではなく、ＳＮＳやインターネットを使っての告知 

というのも考えていったら良いと思う。 

  ・ポイ捨てについては、たばこのごみが多いということだが、松本市では受動喫煙禁止条例 

を制定して駅前周辺では歩きたばこなどを規制している。松本城周辺も対象区域に指定す 

る予定になっているが、歩きたばこが無くなりポイ捨ても無くなればと思う。受動喫煙禁 

止区域を広げていくことも皆さんの声を聴きながら進めていきたいと思う。 

 ⑵ コロナ対策について 

・コロナは子どもだけではなく、大人もこの一年半制限をして生活をしてきた。現在は全国 



的に感染者が減り、松本では１か月以上新規感染者は出ていない。なぜ日本の感染者が急 

激に減少したのかは世界中で調べられているが、ワクチンの効果が大きいのではないかと 

言われている。８０％以上の人がワクチン接種をすると未接種の人も感染しにくくなる。 

これを集団免疫という。集団免疫ができて、コロナの感染を抑えられている状況を続けて 

いけば、この１年我慢してきた修学旅行などの学校行事を行うことができると思う。 

  ・自分たちで考える授業については、何がわかっていて何がわかっていないのか。何が問題 

で何ができるのかということを、先生たちと一緒にわかっている範囲のことから考えても 

らいたい。 

⑶ ＰＲについて 

・松本市は井戸や地下水が市街地にたくさんあり、生活と結びついている。また、観光客も 

井戸巡りを楽しみにしている人もいる。十分ＰＲできてないという意見はそのとおりで、 

観光分野の職員が井戸の場所や特徴をインターネット上でも分かりやすい工夫を少しずつ 

進めている。 

・東屋やベンチは、設置のある場所もあるが、ないところもたくさんある。 

・足水については暑い季節に活用できるのではないかと思う。 

  ・松本は川の水が綺麗なのも特徴なので、川を安全に楽しんでもらうことも市役所で検討し 

ている。川を楽しんでもらうためにはどうすればいいかアイディアをもらえればと思う。 

⑷ ＳＮＳについて 

・１人１台端末の配備で、小中学生がタブレットかパソコンを学校で使えるようになった。

悪い方向に使われないようにしなければならない一方で、あまりに危ないとか、悪いとい

うことが言われすぎてしまうと、十分に使いこなせない。タブレットは２１世紀の便利な

文房具として小中学生に使い倒してほしい。 

・ＳＮＳの使い方でいじめなどに繋がる危険があることと合わせて、大人も子どももこれま

で以上に学ばなければいけない。使い方をしっかり学んで、便利なツールとして使い、勉

強に好奇心を持って取り組んでもらえたらと思う。 

  ・未来委員会のメンバーが増えたことはとても良かったと思う。学校や学年の違う松本の子 

どもたちが出会い、勉強をして市への提言を発表して、また志を持っていく場になってい 

けばいいなと思う。 

  



【市への提言の様子】 

 

   

 

 

   



まつもと子ども未来委員会とは…？

🔶 「松本市子どもの権利に関する条例」に
基づいて開催

🔶 小学５年～高校３年生
学校・地域・年代を越えて活動しています！

🔶 松本市の取り組みや、
地域の課題を学び、話し合い、

松本のまちづくりを

自分たちで考えています

未来委員会のマークについて

＼笑顔でいっぱいにしたい／

⇒ＫＯＤＯＭＯの“Ｏ”が笑顔に

なっている

＼松本と松本の自然を大切にしたい／

⇒手の中に松本、山と太陽 🌄

マークに込めた想い

未来委員会７か条

１ 自分の考えを持つ

２ 他の人の意見をしっかり聞く

３ 互いを認め合う

４ 積極的に取り組む

５ コミュニケーションを

大切にする

６ 松本をよく知る

７ 楽しく委員会に参加する

第４期の未来委員が
自分たちで考えました！

第７期の未来委員会

🔶 活動期間
令和３年４月～令和４年３月

🔶 委員
４２人（小学生19人、中学生20人、高校生3人）

→ 継続13人、新規29人

🔶 大学生サポーター
７人（信州大学2人、松本大学3人、松本短期大学2人）

togo-d321
テキストボックス
　別紙３
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市への提言

🔶 自分たちが興味を持った事柄について、
学習し、自分たちの考えをまとめる

提言に向けた活動

コロナ
対策

環境
松本市の
ＰＲ

ＳＮＳ

青木 結愛 青山 飛眞 浅井 想矢
大澤 悠 川嶋 栄太郎 古池 優奈
杉野 広樹 坪田 拓磨 平形 藤子
森谷 理生 山田 夢佐志

～松本市のごみ問題～

🔶 松本市のごみの量は1024g/１人１日
長野県の市の中で一番多い！

🔶 ポイ捨てがある
松本城のお堀にペットボトルが捨てられている

駅前にポイ捨てが多い、全体的にタバコのポイ捨てが多い

→清掃員さんがたくさん拾ってくれている

川にプラスチックごみが捨てられている

→川の生き物に被害を与える

市町村別 1人1日当たりのゴミ排出量（令和元年）

長野県
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長野市（370,697人） 松本市（240,430人） 上田市（154,547人） 佐久市（98,600人） 飯田市（98,525人） 塩尻市（66,723人）

松本市と人口の近い市の数値
■事業系
■生活系



🔶 リサイクルできる紙や衣服も可燃ごみとして
捨てられてしまう

🔶 鉄の調理器具なども可燃ごみとして捨てられて
しまうことがある

クリーンセンターで分かったこと

松本市は出しているごみの量やポイ捨ての量が多い！

松本市の生き物に悪影響がある

資源がもったいない

ポイ捨てがあると、気分が良くない

課題に感じたこと

＜マイボトルキャンペーン＞
ペットボトルやカップの飲み物を減らして、ポイ捨てを
少なくしよう

🔶 給水場所をお店や大通りに作る
🔶 松本マラソンや山雅の試合でマイボトルを持ってきた
人たちにステッカーを貼ってあげる

🔶 飲食店で持ち帰りの時、マイボトルを持参すると割引

市への提言 ＜環境ポスターを作る＞
🔶 看板がボロボロになってるところがある
🔶 ゴミの分別表の字が小さくて見にくい

分かりやすいポスターを作ろう！

松本城など観光地のパンフレットにポイ捨て
防止の呼びかけを付けよう！



ごみを減らして
きれいな松本を守ろう！

荒井 結人 安澤 優海 小池 智之
櫻井 愛 髙山 暁歩 髙岡 瑞希
滝澤 智貴 根本 怜奈
野嶌 凌 橋本 昂賢

〇コロナについて調べようと思った理由

🔶 世界中で課題になっているコロナが松本市では
どうなのか調べたかった

🔶 コロナで不安な人たちのことを考えたり調べたり
したかった

🔶 松本市のコロナの現状を知りたかった
🔶 コロナによる二次被害への対策はどうなっている
のかを知りたかった

安心して生活したい！

現状
🔶 ワクチンの接種日が平日だと学校を欠席・早退
しなければならない

🔶 感染警戒レベルが下がると外出する人が増える
🔶 身近で感染者が出ると、感染者について深く調べて
しまう

🔶 修学旅行に行けなかった・修学旅行先が変更になった
🔶 給食の黙食がつらい

バス内の対策

🔶 乗務員の検温
🔶 バス内の換気（車内の空気は５分で入れ替わる）
🔶 運転席に飛沫防止シート設置
🔶 アルコール消毒液を設置
🔶 プラズマクラスターの設置
🔶 手すり等の消毒
🔶 マスク着用の呼びかけ

自分たちができること

🔶 感染してしまった人へのフォロー

🔶 コロナ差別がおきないようにする

🔶 現状を理解し、その状況に合った行動をとる



市への提言

🔶 教室に換気扇を設置
🔶 ワクチン接種を長期休暇中にそろえる
🔶 レベルが下がってから１週間外出しない期間を
設ける（リバウンド防止）

🔶 コロナについての授業をする（自分たちが考える
授業）

🔶 修学旅行などの変更は子どもたちにも相談する

🔶 感染対策だけではなく、もっと視野を広げて
向き合いたい

🔶 今提言した感染対策を取り入れる

まとめ

青木 萌花 荒江 杷心 石田 羚華
伊藤 英怜奈 大沢 朱夏 櫻井 舞
鈴木 咲歩 滝川 未央 布川 怜愛
藤池 春妃

子どもに向けたＰＲ

小学校高学年～高校生に向けた、
お便り（右図）を作成しました

委員のいるクラスや学年に配り、
感想などについてのアンケートを
行い、それをもとに改訂版を作成
し、学校に配布したい

井戸の水質や味の特徴を分かりやすく
まとめたものを井戸に貼る

🔶 水質表が分かりにくい
→もっと分かりやすいものがあれば、様々な年代の
人に井戸に興味をもってもらえる

🔶 味の特徴がわかれば、井戸に立ち寄りやすくなる

井戸に東屋やベンチの設置をする

🔶 井戸が公園のように立ち寄りやすい場所になれば
利用者が増える
→良さを知ってもらえる
🔶 涼んだり休憩したりしてもらえる



※足水とは…足湯のお湯を井戸水にしたもの

🔶 水遊び感覚で井戸を利用してもらえるようになる
🔶 井戸の利用の仕方が増える
→利用者が増える

足水の設置 他県の取り組み

岐阜県（足湯）

🔶 ほとんどの足湯に東屋が設置されている
🔶 子どもに向けた設備（公園のような場所）
🔶 来てもらいやすい立地（車通りの少ない道沿い）
🔶 入りやすく、立ち寄りやすい雰囲気になっている
→きれい、整備されている

🔶 地域の人々やほかの観光客と交流できる

市への提言

① 井戸の水質や味の特徴を井戸に貼り、誰にで
もわかりやすい工夫をする

② すべての井戸に東屋やベンチを設置する

③ 足水 を設置する

以上の３つを提言します

阿部 康介 池田 千歩 井箟 莉乃
岡本 苑加 沖本 悠真 上條 乃愛
河田 美紅 鈴木 柚葉 藤池 夏希
藤崎 悠理 横川 詩

ＳＮＳについて調べようと思った理由

ＳＮＳの問題が最近、増えてきたように感じ現状
を調べようと思ったため

ルールがあれば被害者や加害者になる可能性が
低くなるが、被害や悪い点だけ表面化したり、
ＳＮＳについて知識が偏っていることが分かった

調べるために行ったこと

🔶 警察の方に話を聞いた
🔶 インターネットで調べた
🔶 インターネットの危険についてのパンフレットを
読み、それについて話し合った



浮かんできた問題点

🔶 いじめが起こる
🔶 健康被害
🔶 個人情報の流出
🔶 誰でもいろいろなことに関われる(巻き込まれる)

いじめに関してより調べる方向へ

変わってきたいじめの手口

手紙やインターネットの掲示板などに悪口などを書く

LINEのステータスメッセージなどを利用したいじめ

証拠が残りにくく、悪質なものへと変化している

解決するために必要なこと

🔶 インターネットにあげる個人情報を制限する
🔶 一つの情報を鵜呑みにしない
🔶 健康のためにストレッチをする時間を設ける
🔶 ＳＮＳに対しての教育を強化する

① ネットでの困ったことを相談しやすい環境
を作る

② 勉強できない＝スマホの使い過ぎという考え
を変えるために、学校側と協力して改善する

市への提言

市への提言

③ ＳＮＳの使用を制限するだけではなく、色々な
知識や、正しく恐れることの大切さを教える
➡手段として条例を設定する、危険性を知らせ
る体験型のイベントを行う

④ 学校などで目のストレッチする時間を設ける、
ストレッチの仕方講座の動画を作り学校に提供
するなどの健康被害への対策も必要

ご清聴ありがとうございました！



 

 

報告第 ３ 号 

 

令和３年松本市議会１２月定例会の結果について 

 

１ 趣旨 

    松本市議会１２月定例会の結果について報告するものです。 

 

２ 会期等について 

  １１月２９日（月）から１２月１６日（木）まで １８日間 

一般質問  １２月６日（月）から８日（水）まで ３日間 

  経済文教委員会 １０日（金）、１６日（木） 

  基幹博物館建設特別委員会 １３日（月） 

 

３ 議案等の審査結果について 

⑴ 経済文教委員会 

 ア 議案第３６号 令和３年度松本市一般会計補正予算（第８号）中教育委員会関係予算 

   【歳 出】 

    あがたの森文化会館管理運営費追加 

     工事請負費（アスベスト除去工事令和３年度分） 16,500 千円 

   審査結果：原案どおり可決されました。 

 イ 陳情第１４号 私立高校に対する公費助成をお願いする陳情書 

審査結果：全会一致で採択されました。 

⑵ 基幹博物館建設特別委員会 

  議案第１３号 市有財産の取得について（松本市基幹博物館資料収納棚等） 

  審査結果：原案どおり可決されました。 

※⑴ア及び⑵の議案は本会議において可決されました。⑴イの陳情は国及び県へ提出す 

る意見書が可決されました。 

 ⑶ 人事案件 

   議案第３７号 教育委員会委員の任命について 

   議決結果：同意されました。 

 

 

 

 

 

 

教育委員会資料 

３．１２．２３ 

教 育 政 策 課 

担当 教育政策課 

課長 赤羽 志穂 

電話 ３３－３９８０ 

「学都松本」 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち、生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 



 

 

 

報告 ４ 号 

 

第３次松本市教育振興基本計画策定の進捗状況について  
 

１ 趣旨 

令和４年度に策定する第３次松本市教育振興基本計画（以下「第３次計画」とい

う。）について、松本市教育振興基本計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）

で議論を重ね、現在策定作業を進めており、その進捗状況について報告するもの

です。 
 

２ 策定委員会の開催経過 

  Ｒ３．２～１１  計８回開催 

 

３ 第３次計画の体系図（案） 

  別紙のとおり 

 

４ 第３次計画の主な特徴 

 ⑴ 組織の縦割りでない計画体系 

この計画は子どもを主人公として、その学びを支える全ての人が、生涯あら 

ゆる場で学び続ける中で、共に成長し続け、誰もが自分らしく生きていくこと 

が叶う学都松本を推進するものです。体系的には９つの分野と２９の方針があ 

りますが、各課の事業が１つの方針にぶら下がるものではなく、複数の方針に 

関わってくることから、それぞれの方針は部局横断的に取り組んでいくもので 

す。 

⑵ 「遊び」や「体験」を重視 

遊びや体験に夢中になって取り組み、心を動かされたりする多様な経験の積 

み重ねが、好奇心やもっと深く知りたいという「意欲」を育て、生涯の学びを 

支える様々な能力や資質を伸ばすことにつながります。「遊び」や「体験」とい 

う視点を通して行政の計画を策定することはこれまでになく、難しいことでは 

ありますが、改めて全ての分野で大切にする視点として記載したものです。 

  

５ 今後の予定 

  Ｒ４． １．１７   第９回策定委員会で第３次計画素案を協議 

        ２７   定例教育委員会で第３次計画素案を協議 

      ２．     市議会経済文教委員協議会へ第３次計画素案を協議 

      ２月～３月  パブリックコメント実施 

      ３．２３   第１０回策定委員会で計画案を協議 

      ４．～    定例教育委員会で計画案を協議、市議会経済文教委員

協議会で計画案を報告 

  

 

 

 

 

 

 

教育委員会資料  
３．１２．２３  

教育政策課  

担当 教育政策課  
課長 赤羽 志穂  
電話 ３３－３９８０ 

「学都松本」 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち、生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう  



子どもの育ちと市民の学びを支える学都松本 

１ 計画の体系 
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遊びや体験を大切にした生涯を通じた学びを保障する「松本まるごと学都構想」 
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・楽しい、面白いからやってみたい！ 

・もっと広げて違うことをやってみよう！ 

・自分と違う他者との関わりの中で！ 

・やってみなくちゃわからない！ 

遊びや体験 

主体性 創造性 多様性 

 

  

別 紙 

多様性 創造性 

主体性 

子どもが主人公 

学都松本のシンカ 

一人ひとりの個性や能力を

尊重した多様な学び 

未来を切り拓き、 

新しい価値を生み出す 

創造的な学び 

自己や他者と対話しながら、 

社会に参画する主体的な学び 



学校教育課 学校支援センター 

センター長 髙野 毅 

電 話 0263-33-4397 

 

教育委員会資料 

３．１２．２３ 

学校支援センター 

 
報告第 ６ 号 

 
 

令和３年度全国学力・学習状況調査の分析と考察について 

 

１ 趣旨 

  令和３年５月２７日（木）に市内全校が実施した「全国学力・学習状況調査」の結

果について、松本市校長会学力調査検討委員会とともに分析と考察を行いましたので

これを報告するものです。 

 

２ 松本市校長会学力調査検討委員会について 

  松本市校長会に設置した小委員会で、校長６名、教頭６名、教諭６名により組織さ

れ、松本市教育委員会事務局とともに「全国学力・学習状況調査」の分析・考察を行

うものです。 

 

３ 経過 

Ｒ３．９．  ６  松本市校長会学力調査検討委員会で、結果分析の作成及び推進 

日程の検討・確認 

１６  教育委員研究会で、「全国学力・学習状況調査」の速報値を報告 

１０．２５  松本市校長会学力調査検討委員会で、公表案の検討・修正 

１１．１１  教育委員研究会で、数値を公表することのメリット・デメリッ 

      トを報告 

１２． ９  松本市校長会で、公表案の報告 

 

４ 調査結果の分析と考察について 

別紙のとおり 

 

５ 今後の予定 

１２月２７日（月）に、松本市ホームページ上で公開及び関係機関へ資料を送付します。 
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令和３年度 
 

全国学力・学習状況調査の分析と考察 
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令和３年度 

全国学力・学習状況調査の松本市における結果〔概要〕 
 

 

 

◇調査対象：小学校第６学年、中学校第３学年 
  

◇調査実施日：令和３年５月 27日（木曜日） 
 

◇調査内容：① 教科に関する調査〔国語、算数・数学〕 

② 生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査（児童質問紙、生徒質問紙） 
 

◇今年度調査の特徴：「教科に関する調査」の各問題について、学習指導の改善・充実を図るための   

情報が盛り込まれている。 

 

 

 

◇平均正答率：小学校国語、算数において、全国（公立）の平均正答率とほぼ同程度、中学校

国語、数学において、全国（公立）の平均正答率よりやや高い状況。 
 
◇領域別状況：学習指導要領の領域等の平均正答率の状況は、すべての教科で全国とほぼ同

程度。特に小学校国語「書くこと」、小学校算数「数と計算」、中学校国語「言

語文化と国語の特質に関する事項」、中学校数学「資料の活用」では、正答率

が比較的高い傾向にある。 
 
◇正答数分布：小学校算数、中学校数学において、全問題数のうち９割を超える正答があっ

た生徒の割合が全国と比べてやや高い状況。 
 
◇問題形式：問題の形式は、選択式、短答式、記述式の３種類。記述式では、自分の考え

やその理由を書いたり、方法を説明したりする問題が出題。小学校算数、中

学校国語、中学校数学では、正答率が全国を大きく上回る問題も見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査概要 

教科に関する調査結果概要 

〇 各教科の「課題及び指導改善に向けて」では、特に課題と思われる問題を取り上げ、「課題が

見られた問題について」「指導の改善・充実に向けて」の項目で、問題の趣旨や解答状況、誤

答につながった要因、授業改善の具体的な方向を示しました。 
    

＊ 表記については、長野県や全国の平均正答率、「知識・技能」「思考・判断・表現」に関わる

内容等も参考にしながら、平均正答率７～８割程度を目安に「定着している」、「身に付いて

いる」、５～６割程度を目安に「課題がある」としました。 
    

〇 生活習慣等に関する質問紙調査については、全体的な傾向や主な特徴等をまとめました。全

国との比較を示す数値については、その差を「ポイント」という表現を使っています。（例：

全国が 30％、松本市 40％の場合、松本市は全国を「10ポイント上回る」と表現しています） 
    

〇 本調査は、国語、算数・数学の教科のみであるため、学習指導要領全体を網羅しているもの

ではありません。また、本調査は、児童生徒が身に付けるべき学力の一部であることにご留

意ください。 

問い合わせ先 

［部課名］ 松本市教育委員会 学校教育課 学校支援センター 

［連絡先］ 電話：0263-33-4397 FAX：0263-34-3206 
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オ その他にも、遊び終わったらすぐに遊具をかたづけることがむずかしい場合もあるでしょう。 

次のオの文について、         部「すぐに」はどの言葉をくわしくしていますか。適切なものを、 
あとの１から４までの中から一つ選んで、その番号を書きましょう。 

                
１ 遊び終わったら 

２ 遊具を 
３ かたづける 
４ むずかしい 

 

 

 
 
＜今回の調査結果の主な特徴と具体的な設問＞ 

各設問に対する正答率と全国及び県平均正答率とを比べると、約８割の設問で全国及び

県平均を上回っている。特に、思考に関わる語句の使い方を理解し、話や文章の中で使う

ことはできている。 

 
 
 
 
           目的に応じ、文章と図表とを結び付けて必要な情報を見付ける 

問題 ＜課題及び指導改善に向けて１ 参照＞ 
 

 

 

 

    

 
 
 

 

 

 

 
 
           目的を意識して、中心となる語や文を見付けて要約する問題 

＜課題及び指導改善に向けて２ 参照＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
              文の中にある修飾と被修飾語との関係を捉えることが 

できるかどうかをみる問題 ＜課題及び指導改善に向けて 3 参照＞ 

 

  

 

 

 

 

 

 

                

１ 教科に関する調査結果 

１(1) 小学校国語 

 

言葉の特
徴や使い
方に関す
る事項 

調査問題 ２ 三 

③ 文の構成を理解することに関しては、全国とほぼ同程度ではあるものの、課題がある。 

調査問題 ３ 三 ⑵オ 

② 目的を意識して、中心となる語や文を見付けて要約することに関しては、全国とほぼ
同程度ではあるものの、かなり課題がある。 

調査問題 ２ 四 

 
読 む    
こ と  

 

 

 

読 む  
こ と  

相川さんは、【資料】の      部を読み、面ファスナーのくっつく仕組みに 

ついて考えています。メストラルは、何をヒントに、どのような仕組みの面ファ 

スナーを作り出しましたか。次の条件に合わせて書きましょう。 

① 文章と図表とを結び付けて必要な情報を見付けて読むことに関しては、全国とほぼ 
同程度ではあるものの、かなり課題がある。 

相川さんは、【資料】を読み、面ファスナーが宇宙でも使われていることについてまとめています。 
面ファスナーは、国際宇宙ステーションの中でどのように使われていますか。 
次の条件に合わせて書きましょう。 

 

（正答例） 

面ファスナーはしっかりとくっつきかん単にはがせることから、物がうかぶ国際うちゅうステーション 

の中で、身の回りの全ての物の固定に使われている。 

 

                

（正答） 

 ３ 

 

 

＜条件＞ 
〇ヒントになったことと、面ファスナーのくっつく仕組みが分かるように書くこと。 
〇【資料】の中の文章と    の「面ファスナーの仕組み」から言葉や文を取り上げて 

書くこと。 
〇五十字以上、八十字以内にまとめて書くこと。 

＜条件＞ 
〇面ファスナーのよさを取り上げて、国際宇宙ステーションの中での使われ方について書くこと。 

〇【資料】から言葉や文を取り上げて書くこと。 
〇五十字以上、七十字以内にまとめて書くこと。 

（正答例） 

メストラルは、ゴボウの実が犬の毛にからみついていたことをヒントに、かぎ状のフックが輪の形をした

ループに引っかかることでくっつく仕組みの面ファスナーを作り出した。 
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１ 尊敬語 
２ 謙譲語 

３ 丁寧語 

条件１ 【文章の一部】から、「吾輩」が「黒」を評価している表現を引用した上で、「吾輩」が「黒」にどのよう 
な接し方をしていることが分かるのかを書くこと。 

条件２ 条件１のような「吾輩」の接し方について、あなたの考えを具体的に書くこと。 

                

                
１ １段落で述べている意見の根拠となる具体例をより詳しく説明しようとした。 
２ ２段落で述べている意見の根拠であることをより明確にしようとした。 

３ ３段落で述べている意見の根拠であることをより明確にしようとした。 
４ 直前の文で述べている意見の根拠であることをより明確にしようとした。 
５ 直後の文で述べている意見の根拠となる具体例をより詳しく説明しようとした。 

線部④「行く」とありますが、「行く」を適切な敬語に書き直し、その敬語の種類を次の１
から３までの中から一つ選びなさい。 

                

 
 
＜今回の調査結果の主な特徴と具体的な設問＞ 

各設問に対する正答率と全国及び県平均正答率とを比べると、約９割の設問で全国及び 

県平均を上回っている。特に、話し合いの中での質問の意図を捉えることはできている。 

 
 

  
            書いた文章を読み返し、語句や文の使い方、段落相互の関係に 

注意して書くことができるかどうかをみる問題 
＜課題及び指導改善に向けて１ 参照＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            文章に表れているものの見方や考え方を捉え、自分の考えを 

もつことができるかどうかをみる問題 
            ＜課題及び指導改善に向けて２ 参照＞ 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

         相手や場に応じて敬語を適切に使うことができるかどうかをみる問題 
 
 

 

 

 

 

 

（正答例） 

・「はなはだ御しやすい猫である」と評価しており,「吾輩」は「黒」の機嫌をとるような接し方をしているこ 

とが分かる。私は，このような「吾輩」の接し方はとても賢いと思う。 

・「腕力と勇気とにいたってはとうてい黒の比較にはならない」と書かれていて，黒に敬意をもって接してい 

ることが分かります。相手の悪い面だけでなく，よい面にも目を向けることは大切なことだと思います。 

・「元来黒は自慢をするだけにどこか足りないところがあって」と相手を見下すような接し方をしていて，   

あまりよい気持ちがしない。 

【紹介】に     線部「様々に評価する」とありますが、【文章の一部】では、「吾輩」は「黒」をどのよ 
うに評価し、どのような接し方をしていますか。また、あなたは、そのような「吾輩」の接し方をどう思い 
ますか。次の条件１と条件２にしたがって書きなさい。 

なお、読み返して文章を直したいときは、二本線で消したり行間に書き加えたりしてもかまいませ
ん。 

１(2) 中学校国語 

 
書く 
こと 

①推敲する場面において、語句や分の使い方、段落相互の関係について考えることに 
関しては、全国と比較するとやや下回り、かなり課題がある。 

調査問題 ２ 一 

 

③ 相手や場に応じて敬語を適切に使うことに関しては、全国と比較するとやや上回っ
ているものの、かなり課題がある。 

調査問題 ４ 三 

 

② 文章に表れているものの見方や考え方を捉え、自分の考えをもつことに関しては、全
国とほぼ同程度ではあるものの、かなり課題がある。 

調査問題 ３ 四 

読 む  
こ と  

伝統的な言

語文化と国

語の特質に

関する事項 

山田さんは、【意見文の下書き】を読み返して、○A と○B のように直しました。その意図として最も適 
切なものを、次の１から５までの中からそれぞれ一つ選びなさい。 

（正答） 

Ⓐ ４、Ⓑ １ 

行く    （正答例）伺う 

敬語の種類 （正答） ２ 
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次の表は、インターネットで調べた道のりと時間と、たけるさん 
たちが歩いた道のりと時間を表しています。 

どちらのほうが速いかを調べるために、下の計算をしました。 
㋐ インターネット 1600 ÷ 20 ＝ 80 
㋑ たけるさんたち 500 ÷ 7 ＝ 71.4 … 
上の計算からどのようなことがわかりますか。下の１ から４ までの中から 1 つ選んで、その番号

を書きましょう。 

１ 1分間あたりに進む道のりは 80mと約 71mなので、㋐のほうが速い。 
２ 1分間あたりに進む道のりは 80mと約 71m なので、㋑のほうが速い。 

３ 1mあたりにかかる時間は 80分と約 71分なので、㋐のほうが速い。 
４ 1mあたりにかかる時間は 80分と約 71分なので、㋑のほうが速い。 

平行四辺形の面積の公式を使って、平行四辺形ＡＢＣＤ 
の面積を求めます。 

辺ＢＣを底辺としたときの面積の求め方を、式や言葉を 
使って書きましょう。そのとき，平行四辺形ＡＢＣＤの高さを 
どのように求めたのかがわかるようにしましょう。 

また、平行四辺形ＡＢＣＤの面積が何 cm2 になるのかも書きましょう。 

右のグラフについて、 5 年生と 6 年生で、「あてはまる」と答
えた人の割合のちがいが、いちばん大きい項目はどれですか。
また、その項目について，「あてはまる」と答えた 5 年生と 6 年
生の割合はそれぞれ何％ですか。 

項目とそれぞれの割合を、言葉と数を使って書きましょう。 

                

                

                

 
 
＜今回の調査結果の主な特徴と具体的な設問＞ 

各設問に対する正答率と全国及び県平均正答率とを比べると、約６割の設問で全国及び

県平均を上回っている。特に、棒グラフから、数量を読み取ることはできている。 

 

 
 
            速さを求める除法の式と商の意味を理解しているかどうかをみる問題   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
            複数の図形を組合せた平行四辺形について、図形を構成する要素 

などに着目し、図形の構成の仕方を捉えて、面積の求め方と答え 
を式や言葉を用いて記述できるかどうかをみる問題 
＜課題及び指導改善に向けて１ 参照＞ 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 

 
  
             帯グラフで表された複数のデータを比較し、示された特徴を 

もった項目とその割合を言葉と数を用いて記述できるかどう 
かをみる問題 

       ＜課題及び指導改善に向けて２ 参照＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

１(3) 小学校算数 

 

① 速さを求める除法の式と商の意味を理解することに関しては、全国と比較するとやや
上回っているものの、課題がある。 

② 二等辺三角形を組合せた平行四辺形の面積の求め方を記述することに関しては、全国
とほぼ同程度ではあるものの、課題がある。 

調査問題 ２ ⑶ 

 

③ 帯グラフで表された複数のデータを比較し、示された特徴をもった項目とその割合を
記述することに関しては、全国と比較するとやや上回り、おおむね身に付いている。 

調査問題 ３ ⑷ 

 

変 化 と
関 係  

図 形  

デ ー タ
の 活 用  

（正答） 

１ 

【求め方】（例）辺ＢＣを底辺としたとき、高さは，６×２＝12 で、12cm です。 

平行四辺形ＡＢＣＤの面積は、５×12＝60 で，60 ㎠です。 

【平行四辺形ＡＢＣＤの面積】60（㎠） 

（例）５年生と６年生で、「あてはまる」と答えた人の割合のちがい

が、いちばん大きいこう目は、㋑図書室に行く時間がないです。 

５年生が 15％で、６年生が 80％です。 

          

 

 

 

 

調査問題 １ ⑶ 
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健斗さんは、２分をはかるために、砂時計に必要な砂の重さを調べます。 
そこで、調べた結果のグラフにおいて、 原点Ｏから点Ｄまでの点が一直線上にあ 

るとし、砂の重さが増えてもすべての点が同じ直線上にあると考えることにしました。 
このとき、２分をはかるために必要な砂の重さを求める方法を説明しなさい。ただし、 

実際に必要な砂の重さを求める必要はありません。 

二人は、図７、図８で、四角形ＡＲＧＳが長方形にならないことから、 
四角形ＡＲＧＳがどんな四角形になるか話し合っています。 

 
直輝さん 
 
  
由衣さん 
 

 
△ＧＨＩを動かしても、四角形ＡＲＧＳの∠ＡＲＧと∠ＡＳＧの和はいつ

でも１８０°になります。このほかに、∠ＡＲＧ、∠ＡＳＧの大きさについ
て、いつでもいえることを書きなさい。 

「ＧＨＩを動かすと四角形ＡＲＧＳの４つの辺の長さは 
それぞれ長くなったり短くなったりするよ。角の大 
きさはどうなるかな。」 

「∠ＲＡＳと∠ＲＧＳの大きさはそれぞれ９０°で変わ 
らないね。∠ＡＲＧと∠ＡＳＧの大きさはどうかな。」 

                

 

気温差の度数分布多角形から、「日照時間が６時間以上の
日は、６時間未満の日より気温差が大きい傾向にある」と主張
することができます。そのように主張することができる理由を、
気温差の度数分布多角形の２つの度数分布多角形の特徴を
比較して説明しなさい。 

 
 
＜今回の調査結果の主な特徴と具体的な設問＞ 

各設問に対する正答率と全国及び県平均正答率とを比べると、約９割の設問で全国及び

県平均を上回っている。特に、与えられた表やグラフから、必要な情報を適切に読み取る

ことはできている。 
 
 
 
       

問題解決の方法を数学的に説明することができるかどうかをみる問題 
   

  

  

  

  

    
 
 

 

 
 

             データの傾向を的確に捉え、判断の理由を数学的な表現を 
用いて説明することができるかどうかをみる問題 

      ＜課題及び指導改善に向けて１ 参照＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
             ある条件の下で、いつでも成り立つ図形の性質を見いだし、 

それを数学的に表現することができるかどうかをみる問題 
＜課題及び指導改善に向けて２ 参照＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１(4) 中学校数学 

 

 
資料の 
活用 

 

① 事象を数学的に解釈し、問題解決の方法を数学的に説明することに関しては、全国と
ほぼ同程度ではあるものの、かなり課題がある。 

調査問題 ７ ⑵ 

② データの傾向を的確に捉え、判断の理由を数学的な表現を用いて説明することに関

しては、全国と比較するとやや上回っているものの、かなり課題がある。 

調査問題 ８ ⑶ 

③ ある条件の下で、いつでも成り立つ図形の性質を見いだし、それを数学的に表現する

ことに関しては、全国と比較するとやや上回っているものの、かなり課題がある。 

 
調査問題 ９ ⑶ 

図形 

説明（例） 原点Ｏを通る直線のグラフをかき、y ＝１２０のときの x 座標を読む。 

説明（例） ２つの度数分布多角形が同じような形で、６時間未満の度数分布多角形よりも６時間以上

の度数分布多角形の方が右側にある。したがって、日照時間が６時間以上の日は、６時間未満の日より

気温差が大きい傾向にある。 

（例）∠ＡＲＧ、∠ＡＳＧのそれぞれの大きさは変わらない。 

 

 

 

 

関数 
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２ 児童・生徒質問紙調査結果 

２(1) 国語と算数・数学に関する児童生徒の興味関心 

◇ 国語の勉強は好きですか ◇ 国語の勉強は大切だと思いますか 

◇ 国語の授業の内容はよく分かりますか ◇ 国語の授業で学習したことは、将来、社会に出たときに 

役立つと思いますか 

◇ 算数・数学の勉強は好きですか ◇ 算数・数学の勉強は大切だと思いますか 

◇ 算数・数学の授業の内容はよく分かりますか ◇ 算数・数学の授業で学習したことは、将来、社会に出た 

ときに役立つと思いますか 

※平成 30年度は、国語の項目は調査していない 

＜令和元年度と令和 3 年度の数値から＞ 
・小学校国語及び算数の「～の勉強は大切だ」「～の授業で学習したことは、将来、社会
に出たときに役に立つ」との質問に肯定的な回答（当てはまる・どちらかといえば、当て
はまる）をした割合は、特に算数で増加しているが、「～の勉強が好き」「～の授業の内
容はよく分かる」との質問に肯定的な回答をした割合は、特に国語で減少している。 

・中学校国語及び数学の「～の勉強が好き」「～の勉強は大切だ」「～の授業で学習した
ことは、将来、社会に出たときに役に立つ」との質問に肯定的な回答をした生徒の割
合は、特に数学で増加しているが、「～の授業の内容はよく分かる」との質問に肯定的
な回答をした生徒の割合は、特に国語で減少している。 

・4 つすべての質問に肯定的な回答をした児童生徒の割合は、特に算数・数学で増加し
ている。 

 
【凡例】 

どちらかといえば、当てはまる 
〔小学校質問紙調査にかかわる回答集計〕 上段 

下段 〔中学校質問紙調査にかかわる回答集計〕 

回答率  （0％・・・・・・100％） 当てはまる 
 
選択肢  
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２(3) 臨時休校中の学習や生活、勉強への不安等について 

・臨時休業期間中、「勉強について不安を感じたか」との質問に肯定的な回答（当てはま
る・どちらかといえば、当てはまる）をした割合は、児童で約60％、生徒で約65％
であった。 

・臨時休業期間中、「計画的に学習を続けることができたか」との質問に肯定的な回答を
した割合は、児童で約 65％、生徒で約40％となっており、児童生徒の間で回答に差
が見られた。 

・臨時休業期間中、「規則正しい生活を送っていたか」との質問に肯定的な回答をした割
合は、児童で約65％、生徒で約 55％となっている。 

・臨時休業期間中、「課題で分からないことがあったとき、どのようにしていたか」との
質問について、児童は「家族に聞いた」との回答が最も多く（約 65％）、生徒は「自
分で調べた」との回答が最も多かった（約 65％）。 

◇ 勉強について不安を感じましたか 

◇ 計画的に学習を続けることができましたか 

◇ 新型コロナウイルスの感染拡大で多くの学校が休校していた期間中、学校からの課題で分からないことがあったとき、どの

ようにしていましたか 

去年（令和２年）の４～５月ごろ（新型コロナウイルスの感染拡大で多くの学校が臨時休校していた時期）のことについて 

２(2) 英語に関する児童生徒の興味関心 

・「英語の勉強は好きですか」との質問に肯定的な回答（当てはまる・どちらかといえば、
当てはまる）をした割合は、児童で約65％、生徒で約 55％であった。 

・「英語で自分自身の考えや気持ちを伝え合うことができていましたか」との質問に肯定
的な回答をした割合は、児童で約75％、生徒で約 70％であった。 

◇ 英語の勉強は好きですか 

◇ 英語の授業では，英語で自分自身の考えや気持ちを伝え合うことができていましたか 

◇ 規則正しい生活を送っていましたか 

【小学校】                              【中学校】 

【小学校】                                        【中学校】 

先生に

聞いた 

① 

①②③

以外の

人に 

聞いた 

友達に

聞いた 

② 

家族に

聞いた 

③ 

自分で

調べた 

分からな

いことを

そのまま

にした 

分からな

いことが

なかった 

思い出

せない 

先生に

聞いた 

① 

①②③

以外の

人に 

聞いた 

友達に

聞いた 

② 

家族に

聞いた 

③ 

自分で

調べた 

分からな

いことを

そのまま

にした 

分からな

いことが

なかった 

思い出

せない 

どちらかといえば、 

当てはまる 

当てはまる 

 
選択肢 

 
【凡例】 

【小学校】                              【中学校】 

【小学校】                              【中学校】 

【小学校】                              【中学校】 

【小学校】                              【中学校】 

どちらかといえば、 

当てはまる 

当てはまる 

 
選択肢 

 
【凡例】 



－（概要）8 － 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

◇ （小学５年生・中学１・２年生）までに受けた授業で、コンピュータなどの ICT 機器をどの程度使用しましたか 

 
・「授業で、コンピュータなどの ICT 機器をどの程度使用しましたか」との質問に「ほ
ぼ毎日」「週1回以上」と回答した割合は、児童で約25％、生徒で約 20％であった。 

・「学習の中でコンピュータなどの ICT 機器を使うのは勉強の役に立つと思いますか」
との質問に「役に立つ」「どちらかいえば、役に立つ」と回答した児童生徒の割合は
90％を超えており、高い割合となっている。 

◇ 総合的な学習の時間では、自分で課題を立てて情報を集め整理して、調べたことを発表するなどの学習活動に取り組んで

いると思いますか 

２(4) ＩＣＴを活用した学習状況 

 

２(6) 総合的な学習の時間における状況 
 
・「総合的な学習の時間では、自分で課題を立てて情報を集め整理して、調べたことを発
表するなどの学習活動に取り組んでいますか」との質問に「当てはまる」「どちらかと
いえば、当てはまる」と回答した割合は、児童で約 70％、生徒で約 65％であり、令
和元年度と比べると増加しているが、全国・長野県と比べるとやや少ない。特に「当
てはまる」と回答した児童生徒の割合は、全国と比べて５～7ポイント程度開きがあ
る。 

◇ 学級活動における学級での話し合いを生かして、今、自分が努力すべきことを決めて取り組んでいると思いますか 

 
＜令和元年度と令和 3 年度の数値から＞ 
・「学級活動における学級での話し合いを生かして、今、自分が努力すべきことを決めて
取り組んでいますか」「道徳の授業では、自分の考えを深めたり、学級やグループで話
し合ったりする活動に取り組んでいますか」との質問に「当てはまる」「どちらかとい
えば、当てはまる」と回答した児童生徒の割合は、増加している。 

２(5) 特別活動・道徳における状況 

◇ 道徳の授業では、自分の考えを深めたり、学級やグループで話し合ったりする活動に取り組んでいると思いますか 

※平成 30年度は、道徳の項目は調査していない 

◇ 学習の中でコンピュータなどのＩＣＴ機器を使うのは勉強の役に立つと思いますか 

【小学校】                              【中学校】 

【小学校】                              【中学校】 

【小学校】                              【中学校】 

【小学校】                              【中学校】 

【小学校】                              【中学校】 

週 1 回以上 

ほぼ毎日 

 
選択肢 

 
【凡例】 

どちらかといえば、 

当てはまる 

当てはまる 

 
選択肢 

 
【凡例】 

どちらかといえば、 

当てはまる 

当てはまる 

 
選択肢 

 
【凡例】 

どちらかといえば、 

役に立つと思う 

役に立つと思う 

 
選択肢 

 
【凡例】 
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◇ 自分には，よいところがあると思いますか 

◇ 難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦していますか 

２(7) 自己肯定感等に関する状況 

 
＜令和元年度と令和 3 年度の数値から＞ 
・「自分には、よいところがあると思いますか」との質問に肯定的な回答（当てはまる・
どちらかといえば、当てはまる）をした割合は、児童で約 80％、生徒で約 70％であ
り、特に児童で減少している。 

・「自分でやると決めたことは、やり遂げるようとしていますか」との質問に肯定的な回
答をした児童生徒の割合は、約85％であった。 

・「難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦していますか」との質問に肯定的な回答をし
た割合は、児童で約 75％、生徒で約70％であり、特に生徒で増加している。 

・「学校に行くのは楽しいと思いますか」との質問に肯定的な回答をした児童生徒の割合
は、約80％であり、特に児童で増加している。 

 

◇ 自分でやると決めたことは、やり遂げるようにしていますか  

◇ 学校に行くのは楽しいと思いますか 

【小学校】                                        【中学校】 

【小学校】                                        【中学校】 

【小学校】                                        【中学校】 

【小学校】                                        【中学校】 

 
【凡例】 

 
選択肢 当てはまる どちらかといえば、当てはまる 
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◇ （小学５年生・中学１・２年生）のときに受けた授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいたと  

思いますか 

２(8) 主体的・対話的で深い学びの視点から 

◇ （小学５年生・中学１・２年生）のときに受けた授業では、学級の友達と（生徒）の間で話し合う活動を通じて、自分の考えを 

深めたり、広げたりすることができていると思いますか 

 
＜令和元年度と令和 3 年度の数値から＞ 
・「授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいましたか」との

質問に肯定的な回答（当てはまる・どちらかといえば、当てはまる）をした割合は、
児童で約80％、生徒で約 85％であり、この質問に肯定的な回答をした児童生徒ほど
各教科の平均正答率が高い傾向が見られた。 

・「話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、広げたりすることができています
か」との質問に肯定的な回答をした割合は、児童で約80％、生徒で約 75％であり、
特に生徒で増加している。 

・「学習した内容について、分かった点や、よく分からなかった点を見直し、次の学習に
つなげることができていますか」との質問に肯定的な回答をした割合は、児童で約
80％、生徒で約75％であった。 

・「授業は、自分に合った教え方、教材、学習時間などになっていましたか」との質問に
肯定的な回答をした割合は、児童で約85％、生徒で約 75％であった。 

【小学校】                                        【中学校】 

【小学校】                                        【中学校】 

◇ （小学５年生・中学１・２年生）のときに受けた授業では、学習した内容について、分かった点や、よく分からなかった点を 

見直し、次の学習につなげることができていますか 

【小学校】                                        【中学校】 

◇ （小学５年生・中学１・２年生）のときに受けた授業は、自分にあった教え方、教材、学習時間などになっていたと思いますか 

【小学校】                                        【中学校】 

 
【凡例】 

 
選択肢 当てはまる どちらかといえば、当てはまる 
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（目的に応じ、文章と図表とを結び付けて必要な情報を見付ける問題） 
 
（１）課題が見られた問題について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料から目的に応じて必要な情報を見付け、文章と「図表」

を結び付けて読むことが求められています。【資料】の中の 

文章と    で囲まれた図「面ファスナーの仕組み」から、

Ａ「ヒントになったこと」とＢ「面ファスナーのくっつく仕

組み」について、言葉や文を 取り上げまとめて書くことが

条件です。しかし、回答の約４割はＡの内容を取り上げてい

るものの、Ｂの内容は 取り上げていませんでした。【資料】

からＡを読み取ることはできても、   から必要な情報を

見付けられなかったり、読み取った「くっつく仕組み」をＡ

に結び付けて表現できなかったりしたためと考えられます。 

（２）指導の改善・充実に向けて 

「図や表」を活用して「読むこと」「書くこと」を学ぶとき、

目的に応じ文章と図表を結び付けて必要な情報を見付けるこ

とが大切です。タブレットを活用した調べ学習で、情報を検

索する機会も増えています。「図や表」などの非連続型テキス

トの扱いも増えてきます。社会や算数など他教科の学習で、

児童が考えた「図や表」の見方・読み取りを複数取り上げ、比較検討するなど、丁寧に扱うことも

大切です。それを踏まえ、国語科で「図や表」を文章と結び付けて読んだり言葉に表したりするこ

とで、内容を深く理解できることに気付かせていくとよいでしょう。 

課題及び指導改善に向けて 

１ 調査問題 ２ 三  

小 学 国 校 語 

Ａ 

 

Ｂ 
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（１）課題が見られた問題について 

この問題は、資料からそれぞれ必要な情報を取り上げ、関連

付けて書くことが求められています。Ｃ「面ファスナーのよさ

を取り上げて」、Ｄ「国際宇宙ステーションの中での使われ方」

について書くことが条件となっています。しかし、回答の  

約５割は、Ｄ「使われ方」については取り上げているものの、

Ｃ「よさ」については取り上げていません。条件を十分に理解

できていなかったことが考えられます。また、Ｃ「よさ」を述

べた第１段落とＤ「使われ方」を述べた第５段落は離れており、

文の構成を基に段落ごとの内容を要点的に捉えていなかった

り、必要な情報を関係付けることができなかったりしたことも

考えられます。 

（２）指導の改善・充実に向けて 

 文章を要約するには、文章全体の内容を正確に把握した上

で、元の文章の構成や表現をそのまま生かしたり自分の言葉を

用いたりして、文章の内容を短くまとめる力が必要です。同じ

文章を読んでも、読み手の目的によって内容の中心となる語や

文は異なるため、要約した文も異なるものになることを確認す

ることが大切です。 

低学年のうちから、短い文を使って内容の中心となる語や目的に合った文を見付け内容を段落で

つかむ学習や、書かれている内容をキーワードで表現する学習に取り組むことが効果的です。また、

それぞれの目的に合った複数の文を取り上げて関連付けて書くために、普段から文と文のつながり

方を意識して読むことが大切です。 
 

 

（１）課題が見られた問題について 

この問題は、「すぐに」が文中の「遊び終わったら／遊具を／かたづける

／むずかしい」のどの語を修飾しているのかを捉える問題です。誤った  

回答の約３割は直前にある「遊び終わったら」と回答、約２割は直後にある

「遊具を」と回答しており、語句を文中の前後関係のつながりで捉えてい

ると考えられます。文中の語句のつながりを正しく理解していません。 

（２）指導の改善・充実に向けて 

 自分の思いや考えを適切に表現するためには、動きを表す語句を詳しく

したり、ものや人などの様子を詳しくしたりする文の組み立てを理解する

ことが大切です。「読むこと」「書くこと」を一体的に考え指導していきまし

ょう。  

「読むこと」の指導では、修飾語がどの語句を詳しくしているのかを  

はっきりさせて読みとる指導が有効です。修飾語は直前や直後の語句を 

詳しくするだけでなく、離れた語句を修飾する場合もあることを、文章の

読み取りの場面で丁寧に扱うことが必要です。 

「書くこと」の指導では、修飾語を加えて詳しく説明する文を書く指導

が有効です。スピーチ原稿を作る際に複数の文をまとめて一文にしたり、

プレゼン資料を作る際に長い文を細分化して箇条書きの短文にしたりする

指導も考えられます。 

２ 調査問題 ２ 四  

３ 調査問題 ３ 三（２）オ  

Ｃ 

Ｄ 

（目的を意識して、中心となる語や文を見付けて要約する問題） 

（文の中にある修飾と被修飾語との関係を捉えることができるかどうかをみる問題） 
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（書いた文章を読み返し、語句や文の使い方、段落相互の関係に注意して書くことができるか 
                              どうかをみる問題） 

（１）課題が見られた問題について  

文章を書く際には、前後の文や段落相互の関係

に注意して、適切な語句や文を用いて表現するこ

とが大切になります。特に意見文等では、自分の

考えが、効果的に分かりやすく読み手に伝わるよ

うに書く必要があります。本設問は、意見文の下

書きを直した意図として適切な答えを選択する

問題です。全国、県とほぼ同程度の正答率ですが、

直前の文の根拠を明確にする語句「～からだ」の

意図や働きを正しく捉えた文末表現にすること

（Ⓐの解答）に比べて、前段落の文の具体例を示

すために加筆した文の意図や働きを正しく捉え

て言葉を加えること（Ⓑの解答）に対する誤答が

多かったと考えられます。「集合場所までどうや

って来るの。」という会話文を入れることは、意

見の根拠となる具体例を示し、より分かりやすく

伝えるという効果を生み出しますが、そうした表

現効果についての理解が不十分であると言えます。文章を書く際に、どのような表現をすれば分かり

やすく効果的に読み手に伝わるかを意識して書くことに課題があると考えられます。 

 

（２）指導の改善・充実に向けて 

普段の授業での意見文を書く場面では、自分の考えを相手により分かりやすく伝えるための文章を

書く学習が行われています。しかし、「～から」が理由を明確にしている表現であること、会話の文

を入れることが具体的な例を示す表現であることなど、「表現」と「効果」の関係を意識して書くこ

とは少ないように思います。また、自分の用いた語句・文の表現が、どのような効果を生んでいるか

を自分の文章を見返し、推敲する場面も余り取られていないのが現状です。 

そこで、意見文などを書く学習では、次のことが大切になります。 

〇伝えたい内容や伝える相手を明確にして、書く必要感のある場面や、効果的に分かりやすく伝える

ためには、どのような表現がよいのかを相手の立場に立って考える場面の設定。 

〇自分の考えを伝えたり印象づけたりする上で、語句や文などの表現がどのように働いているかを確

かめるなどの学習活動として、読み手の立場に立ち、自分の書いた文章を説明や具体例、描写など

に着目して見直し、表現が自分の考えを明確に伝えるために機能しているか、どのような効果を生

んでいるかなどについて検討し、推敲する場面の設定。 

また、その際はグループやペア等で、表現の効果や伝わりやすさについて、お互いに書いたものを

読み合い、意見を出し合う等の学習も有効です。お互いに書いたものを読み合うことで、それぞれの

表現の工夫やその効果を知り、自分の表現に役立てるとともに、自分の考えを広げたり深めたりする

ことにつながっていきます。 

課題及び指導改善に向けて 

１ 調査問題  ２ 一  

国 中 学 校 語 

Ⓐ
の
解
答 

Ⓑ
の
解
答 
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（文章に表れているものの見方や考え方を捉え、自分の考えをもつことができるかどうかを 

                                                                                      みる問題）  
（１）課題が見られた問題について 

「吾輩は猫である」の本のカバーに書

かれている紹介を参考にしながら、「吾

輩」が「黒」をどのように評価し、どの

ような接し方をしているか、また、その

ような接し方をどう思うかを尋ねた問

題です。正答率は全国とほぼ同程度です

が、正答の条件を満たして回答できた生

徒がおおむね５分の１にとどまったこ

とから、文章に表れているものの見方や

考え方を捉え、自分の考えをもつことに

ついて、課題があると考えられます。 

「吾輩」と「黒」の接し方と、その接

し方についての自分の考えを書くこと

ができましたが、文中から「吾輩」が「黒」

を評価している表現を引用していなか

ったり、適切に引用できていなかったり

する誤答が約５割見られました。文章を

読み、叙述を解釈・分析し、そこから自

分の考えをもつ学びの手順が十分意識

化されていないことに課題があると考

えられます。 

 

（２）指導の改善・充実に向けて 

「読むこと」の学習においては、読む目的や意図を明確にすることが大切です。特に、文学的

な文章を読むに当たっては、ただ単に内容を読み取るだけでなく、読み取ったことから、新た

なものの見方や考え方を発見したり、様々な視点から物事について考えられるようになったり

することも必要です。 

これまで、文学的文章の学習は、叙述から主人公の心情を読み取るだけで終わってしまうこ

とが多かったように思います。このような学習を、叙述から主人公のものの見方や考え方を読

み取り、それに対する自分の考えをもつ学習へ、更に自分の考えを発信していく学習へと改善

していく必要があります。 

具体的には、学習の過程において、①主人公のものの見方や考え方が表れている表現を根拠

に、②そこから主人公のものの見方や考え方を解釈・分析し、③それに対する自分の考えを構

築していく。このような手順を意識して学習に取り組み、主人公のものの見方や考え方に照ら

して自分の考えを構築する場面を設けることで、文章を批判的に読む力が育っていきます。 

更にその過程で理解したことを他者に説明したり、他者の考えやその根拠などを知ったりで

きるようにグループで討議する場面をもつことも有効です。改めて自分が文章をどのように捉

えて解釈・分析したのかを振り返ることで、自分の考えをより確かなものにするよう指導して

いく必要があります。 

このような学習により、生徒自らが、文章を読み、叙述を解釈・分析し、そこから自分の考え

をもつ学びの手順を常に意識できるよう指導していきましょう。 

２ 調査問題  ３ 四 

yonyon  
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１ 調査問題 ２ ⑶ 

 

 
 

（複数の図形を組合せた平行四辺形について、図形を構成する要素などに着目し、図形 
                                 の構成の仕方を捉えて、面積の求め方と答えを式や言葉を用いて記述できるかどうか 

                                                 をみる問題）   

（１）課題が見られた問題について 

 この問題は、複数の図形を組合せた平

行四辺形について、図形を構成する要素

などに着目し、図形の構成の仕方を捉え

た上で面積の求め方を筋道立てて記述

する問題です。正答は高さを求めた後、

平行四辺形の面積を求める公式を用い

て解答を導くというものです。 

 最も多かった誤答は、図に記載されて

いる数値をすべてかけているものです。

これは、二等辺三角形を構成する要素な

どから、必要な情報を選び出すことがで

きていないことや、平行四辺形の面積を

求める公式を用いることができていな

いことが原因として考えられます。 

また、次に多かった誤答は、高さを

6.5㎝の二つ分と捉えているものです。

これは平行四辺形ＡＢＣＤの斜辺の長

さを高さと誤って、6.5㎝の二つ分と捉

えていると考えられます。 

今回の結果から、平行四辺形の構成要

素となっている二等辺三角形の高さが平行四辺形の高さであると捉えられず、解答を誤るとい

う課題が見えてきました。これは、平行四辺形の面積を求める問題であったため、平行四辺形

にしか着目しなかったことが考えられますし、「高さ」の理解が十分でなかった側面も影響して

いるように思われます。つまり、図形の構成要素の一つ一つを的確に捉えていく力に課題が  

あるということがこの問題から読み取れます。 

 

（２）指導の改善・充実に向けて 

 複数の図形を組合せた図形の面積を求める際には、組合せる図形の構成要素に着目して、必

要な辺の長さや高さを捉えることができるようにすることが重要です。その際、面積を求めよ

うとする図形の辺の長さや位置関係、組合せる図形の辺の長さや位置関係を捉え、面積の求め

方について筋道を立てて考えていくことが大切になります。 

 日々の授業では、出題された問題の中にある一つ一つの図形の性質を確認していくことが大

切だと考えます。問題を解く上で必要ないと感じていても、あえて確認することで、大まかな  

図形しか目に留まらずただ漠然と見ていた図形が、構成要素にまで目が行き届くことで、新た

に発見することも出てくるように思います。そして、図形の単元では、単元を通して図形の性

質を確認していくことで、児童が新たな図形と出会った際にも、自ら構成要素に着目し、その

性質を見出していくようになっていくと考えます。そうすることで、問題で提示された図形そ

のものの性質だけを見ていくのではなく、構成要素となる図形一つ一つに目を向け、様々な角

度から図形を捉えていくことができると考えられます。 

 

小 学 算 校 数 

 

課題及び指導改善に向けて 
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                 （帯グラフで表された複数のデータを比較し、示された特徴をもった項目とその割合を 

                                          言葉と数を用いて記述できるかどうかをみる問題）  

（１）課題が見られた問題について 

この問題は、帯グラフで表された複数

のデータについて、全体と部分、部分と

部分の間の関係を調べ、データの特徴や

傾向を捉える必要がある問題です。正答

は「５年生と６年生で、『あてはまる』

と答えた人の割合のちがいが、いちばん

大きい項目は、○イ図書館に行く時間がな

いです。５年生が 15％、６年生が 80％

です。」になります。 

最も多かった誤答は、全国の結果と同

様に、項目○エ「地域の図書館で本を借り

ている」を選んだもので、これは、５年

生と６年生の帯グラフを比較して答え

るべきところを、「あてはまる」の割合

が最も大きい帯グラフがある項目を 

選んだと考えられます。 

また、次に多い誤答は、項目○イを答え

ることはできているが、「あてはまる」

と答えた５・６年生の割合を書けなかっ

た、あるいは正しく書き表すことができ

なかったものです。これは、５年生と 

６年生の帯グラフを比較し、ちがいが 

大きい項目を見つけることはできたのですが、問題文中の後半の指示を読み落としたか、「あて

はまる」以外の割合を書いた等が考えられます。 

 

（２）指導の改善・充実に向けて 

 問題文冒頭の「図書室で本を借りていない理由について、５年生と６年生で、ちがいがある

でしょうか。」という疑問から、○ア～○エのアンケート調査を行った結果をまとめたのが上の帯グ

ラフです。問いも「５年生と６年生で，『あてはまる』と答えた人の割合のちがい」についてき

いているので、２ページにわたる大問ですが、読み取りさえできれば、「５年生と６年生のちが

い」に必然的に着目できるのではと思われます。問題意識をもちながら、身の回りの事象に帯

グラフや円グラフをつなげて活用・体験していくことが大切だと考えます。 

 また、問題文脈中の友の言葉が、問いの必要感を伝える構成になっていますが、逆にこの言

葉が回答する際の妨げになってしまった児童も少なくないと思われます。授業の中で、個人追

究に偏ることなく、友とかかわり、自分以外の考えも理解し、更に自分の考えを深めていく経

験を積み重ねる必要があると感じました。 

日々の授業の中で、身の回りの事象について、興味・関心や問題意識に基づき、統計的に解

決可能な問題を設定し、見通しを立て、どのようなデータを、どのように集めるかについて計

画を立てることができるようにすることが大切です。そして、データを集めて分類整理し、目

的に応じて、観点を決めてグラフや表に表し、データの特徴や傾向をつかみ、問題に対する結

論をまとめ、更に批判的に検討する場面を位置付けることが必要と思われます。 

 

２ 調査問題 ３ ⑷  



－（教科）17－ 

 

 
 

（データの傾向を的確に捉え、判断の理由を数学的な表現を用いて説明することが 
できるかどうかをみる問題） 

（１）課題が見られた問題について 

 「日照時間が６時間以上の日は、６時

間未満の日より気温差が大きい傾向に

ある」と主張することを、「２つの度数

分布多角形の特徴を比較して説明する」

という問題でした。この問題は、半数以

上の生徒が問題の意味を理解できてい

ない、またはどのように答えてよいか分

からないという傾向が見られました。 

このような問題に対応するためには、

グラフや資料から何が分かるのかを読

み取り、自分の言葉で表す力が必要で

す。しかし、多くの生徒は度数分布表や

ヒストグラムなど、表やグラフをかくこ

とが学習の目的となり、表やグラフの分

析・考察まで考えを深めることができて

いないために適切に解答することがで

きなかったのではないかと考えられま

す。 

 

（２）指導の改善・充実に向けて 

  データの活用領域で、説明をする力を

つけるには、データに基づき、解決の過

程や結果を批判的に考察する力をつけ

ていく必要があると考えます。ここで言

う「批判的」とは、「物事を単に否定す

ることではなく、多面的に吟味し、より

よい解決や結論を導くこと。」を指して

います。 

本調査問題では、度数分布多角形から

情報を読み取り、そこから分かることを

理論的に説明する力を伸ばす必要があ

ります。そのためには、度数分布多角形

とは何かを知っているだけではなく、度数分布多角形でデータを解釈することや、導き出さ

れた結果を用いて、課題を解決できることが前提となります。そのための授業改善の方向と

して、２つ以上のデータを比較検討する場面で、正確にデータを読み取り、共通点や相違点

など、分析の視点を明確にした考察ができることが必要だと考えます。また、日常生活を題

材とした問題場面では、本調査の「気温差」などの用語の理解でつまずく生徒も考えられま

す。授業でも多くの語彙に触れるなど問題場面の工夫が必要だと考えます。 

 

 

中 学 数 校 学 

課題及び指導改善に向けて 

１ 調査問題 ８ ⑶  
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（ある条件の下で、いつでも成り立つ図形の性質を見いだし、それを数学的に表現する 
ことができるかどうかをみる問題） 

 

（１）課題が見られた問題について 

         で出題された図３の△ＤＥＦを   

図６の△ＧＨＩに置き換えたとき、異なる形

の三角形を、条件を保ったまま動かしたとき、

重なってできる四角形の内角について、いつ

でも成り立つ性質を見つけて、数学的に表現

する問題です。自ら図形の性質を見いだし、

説明することを苦手とする生徒は多くみられ

ます。本調査でも、何を考えたらよいか分か

らない、見いだした性質をどう表現したらよ

いか分からないという生徒が多くみられまし

た。       や   から、示された図形の性

質や図形の合同の説明を根拠を基にすること

は理解が進んでおり、指導の成果と考えられ

ます。図形を様々な角度から解釈したり、問

題場面が変わったときに、それまで考えたこ

とを基に発展的に考えたりする柔軟さに課題

が見られます。 

 

（２）指導の改善・充実に向けて 

  図形領域においては、与えられた問題を解

くだけでなく、問題条件の一部を変更しても

同じことがいえるのか、どの場面でも共通し

て使える根拠はどんなものがあるのかなど、

自ら進んで発展的に考えることが数学的な見

方や考え方を深めることにつながります。本

調査の    では直角二等辺三角形に変えた

ときどうなるか考えましたが、一歩進めて考

えるなら、正三角形に置き換えても条件が同

じならどうか、特別な三角形でない場合はど

うか、どちらも特別な三角形でない場合はど

うかなど、条件を変えて扱いを広げることが

可能です。これは、図形領域に限ったことで

はありません。他の領域においても発展的に

考察することを大切にしたいものです。 

また、自分が見つけた図形の性質を、数学

的に正しく表現する力を養うことも大切で

す。自分の考えを数学的な表現を用いて表出

し、ペアやグループで説明し合うことで、  

正しく表現する力、さらには、数学的な表現

を理解する力の育成につながります。正しく

表現することを大切にした授業を繰り返していくことが必要であると考えます。 

２ 調査問題 ９ ⑶  

 ９ ⑶ 

９ ⑴ ９ ⑵ 

９ ⑶ 
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図 1は、「人の役に立つ人間になりた

いと思いますか」という質問の回答に

ついて、平成 28年、30年、令和３年の

３年分の経年変化です。６年前と比較

して「そう思う」と回答した割合がおよ

そ６ポイント高くなっています。これ

は、道徳的価値の理解を深める学習を推進してきたこととともに、松本版コミュニティスクー

ルの支援を受けつつ、身近な地域に子どもたち自らが関わり感謝されたり、自分たちの活動に

やりがいを感じたりした経験の積み重ねの成果ではないかと考えます。人の役に立つ事のうれ

しさを経験的に感じてきている子が増えているのではないかと考えられます。 

 

 

 松本市では、昨年度末一人一台端末

が整備されＩＣＴ支援員のサポートを

受け、今年度、徐々に学習場面での活

用が始まっています。ＩＣＴ機器を「ほ

ぼ毎日使用した」児童の割合が３年前と比較して約２ポイント、「月１回以上」と回答した児童

の割合が約５ポイントそれぞれ増加しています。図２は「学習の中でコンピュータなどのＩＣ

Ｔ機器を使うのは勉強の役に立つと思いますか」という質問に対する今年度の回答です。９割

以上の児童が「役に立つと思う」「どちらかといえば役に立つと思う」と回答しており、ＩＣＴ

機器を活用しての学習に可能性を感じたり、学習に積極的に活用しようと考えたりしている児

童が多いことがわかります。現在では、多くの場面でＩＣＴ機器を使った学習が展開されるよ

うになりましたが、この児童の意識を今後も大切に、児童が課題を解決するために役立つ道具

として授業及び学校生活の中で幅広く活用できるようにしていくことが大切であると考えます。 

同時に、ＩＣＴ機器活用にあたっては、情報モラルの面からも適切な指導を繰り返していく

必要があると考えます。 

 

 

 

 

図３は、「自分と違う意見について考えるの

は楽しいと思いますか」という質問についての

回答と各教科の平均正答率との相関図です。自

分とは違う友達の意見を知ることが楽しいと

考えている児童ほど正答率が高くなっていま

す。また図４は、「友達と話し合うとき、友達の

話や意見を最後まで聞くことができています

か」という質問についての回答と各教科の平均

正答率です。話し合いで友達の話や意見を最後まで聞く児童ほど正答率が高くなっています。 

児童は友達の話や意見を聞きながら自分の考えと比べ、考えを広めたり深めたりしています。 

今年度の主な特徴 
 

人の役に立ちたいと願う子ども 

小 学 質 校 問 紙 

 
ICT を活用した学習状況  

学力状況と生活・学習実態との相関関係 
 

聞く力と正答率  

図３ 「自分と違う意見について考えるのは楽しいですか」と 
平均正答率 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和３年度

平成30年度

平成28年度

図１ 人の役に立つ人間になりたいと思うか 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和３年度

図２ 学習の中で ICT機器を使うのは勉強の役に立つか 
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また友達と話し合うことで自分の考えが広

まったり深まったりしていく学びを楽しいと

感じ、意欲的に取り組んでいることが分かりま

す。 

このことから、今後も友達と話し合い聞き合

いながら自分の見方や考え方を育む学びを大

切にしていきたいと考えます。 

 

 

 

図５は「５年生までに受けた授業では、課題

の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組

んでいましたか」という質問についての回答

と、各教科の平均正答率との相関図です。出会

った課題に対して自ら解決しようと考え取り

組む児童ほど正答率が高くなっている傾向が

あります。また、図６は「５年生までに受けた

授業で、自分の考えを発表する機会では、自分

の考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の

組立てなどを工夫して発表していましたか」と

いう質問についての回答と各教科の平均正答

率との相関図です。自分の考えを相手に伝えよ

うと、資料や言葉を選んだり、文章の構成を考

えたりしてから発表していた児童ほど正答率

が高くなっています。 

このことは、児童が主体的に対象にかかわり

必要な情報を収集すること、その情報をもとに

追究し自分らしく表現していくことのよさを

示しています。「どうして？」という疑問から始

まり、自分なりの見通しをもって追究し、自分で

何かを発見した時、人はそれを伝えたくなります。それをどう伝えるか考え工夫することで、

思考力・判断力・表現力が育ち、生きて働く知識や技能が身に付いていくのではないかと考え

ます。 

 

 
 
「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがありますか」という質問につい

て「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回答した児童は、５年前より約 12ポイン

ト増加しています。近年、新型コロナ感染症をはじめ、命を脅かす災害がたび重なって起きる

中、児童は地域や社会の課題に目を向け、人の役に立ちたいと願うことが多くなってきている

のではないでしょうか。このような社会で起こっている課題を解決していくためには、自分の

考えをもち、多様な考えに耳を傾け、コミュニケーションをとりながら自分らしく判断してい

く力が求められます。こういった観点からも、学校でも地域でもまた家庭でも「人とのかかわ

り」から学ぶことを今後も大切に考えていく必要があると考えられます。 

 
探究的な学習と正答率  

図４ 「友達と話し合うとき、友達の話や意見を最後まで聞くことが 
できていますか」と平均正答率 

総 括 

図５ 「５年生までに受けた授業では、課題の解決に向けて、自分で

考え、自分から取り組んでいましたか」と平均正答率津 

図６ 「５年生までに受けた授業で、自分の考えを発表する機会で

は、自分の考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の組立て
などを工夫して発表していましたか」と平均正答率津 
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図３ １、２年生のときに受けた授業では、課題の解決に向けて、 

自分で考え、自分から取り組んでいましたか    

 

 

 

 

「今住んでいる地域の行事に参

加していますか」という質問に、約

７割の生徒が肯定的に答えてお

り、コロナ禍で行事等が制約され

てきた中でも、例年同様に全国と

比べて高い結果となっています

(図１)。また「地域や社会をよくす

るために何をすべきかを考えるこ

とがありますか」という質問に関

する経年変化では、肯定的に答え

ている生徒が４年前に比べて約 14

ポイント高くなっており(図２)、

松本版コミュニティスクールや総

合的な学習の時間における様々な

取組を通して、地域や社会を考えようとする学びの継続がなされていると考えられます。 

 

 

「１、２年生のときに受けた授

業では、課題の解決に向けて、自分

で考え、自分から取り組んでいま

したか」の質問に関する経年変化

では、「当てはまる」と答えた生徒

は、３年前に比べて約 10ポイント

高くなっています(図３)。 

全国と比較しても約４ポイント高くなっており、生徒の疑問や問いを授業に生かした主体

的・対話的で深い学びの視点による学習指導の改善が生徒の課題解決への取組につながってい

ると考えられます。 

 

 

  

 

 本年度から新たに加えら

れた設問「あなたの家には、

およそどのくらいの本があ

りますか」では、家庭の蔵書

数と各教科の正答数に相関

がみられており、本市では 26冊以上のどの選択肢においても、いずれも全国の値を上回ってお

り、各家庭の蔵書量が比較的多いことが分かりました(図４)。 

他方、「学校の授業時間以外に、普段 1日当たりどれくらいの時間、読書をしますか」の回答

では、特に「10分以上、30分より少ない」の割合が高くなっています(表１)。部活動や習い事、

今年度の主な特徴 
 

地域とのつながり 

中 学 質 校 問 紙 

16.1

34.3

27.1

32.6

27

20.5

29.6

12.5

全国

松本市

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

図１ 今住んでいる地域の行事に参加している 

 

図２ 地域や社会をよくするために何をすべきかを考える 

 
主体的な課題解決への取組  

◇学力状況と生活・学習実態との相関関係 

読書に対する関心と正答率 

図４ あなたの家には、およそどのくらいの本がありますか 
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表１ 読書時間と平均正答率 

図５ 道徳の授業では、自分の考えを深めたり、学級やグループで 

話し合ったりする活動に取り組んでいますか 

インターネット視聴やテレビゲームなど、

放課後の時間の使い方が多様化していま

す。本市では、朝読書が多くの学校で行わ

れ、生徒会による図書館利用の呼びかけや、

地域ボランティアのみなさんによる読み聞

かせなども積極的に行われており、その積

み重ねの成果が生徒の読書時間の確保や、

読書をする習慣につながっていると考えられます。このように家庭・学校・地域の読書環境が

さらに整えられていくことは、生徒の言葉に対する感性や表現力の豊かさにつながっていくも

のと考えられます。 

 

 

「道徳の授業では、自分の考えを深め 

たり、学級やグループで話し合ったりす 

る活動に取り組んでいますか」の問いで 

は、一昨年度に比べ「当てはまる」が約 

19ポイント高まっています(図５)。 

また「自分と違う意見について考える 

のは楽しいと思いますか」の問いについ 

ても肯定的な回答が大多数で、「当ては 

まらない」と回答した生徒に

比べ、正答率も 10ポイント以

上高くなっています(表２)。 

各校において、深まりのある

話し合い活動の実践が進み、 

小学校から中学校まで系統的

に行われていることが、対話

的・協働的な学びとその価値を

実感することにつながってい

ると考えられます。 

 

 

 一昨年度同様に生徒は、地域とのつながりの意識が高く、その一員であるという自覚から社

会を考えようとする意欲も年々伸びています。これからの予測不能な時代に生きる生徒たちに

とって大切な資質といえます。また家庭の蔵書数について、本市は全国と比較してやや多いこ

とがわかりました。「学都」を標榜する本市の向学の気風の一端が伺えます。 

一方で、「読書が好き」な生徒が多いものの、読書時間は学校内に限られ、家庭で２時間以上

テレビゲームをする生徒は、前回より約 14ポイント高くなっています。読書も含めた家庭学習

における主体的な学びの時間の充実は大きな課題と言えそうです。 

新型コロナウイルス感染症に関連した設問では、休校時であっても規則正しい生活を送れて

いた生徒は多かったものの、「勉強への不安」を約６割の生徒が感じています。別項目のコンピ

ュータなどＩＣＴ機器の活用に関する設問では、10ポイント以上全国より低くなっている項目

が多く、ようやく本年度より本格導入されたＧＩＧＡスクール構想への学校・地域・家庭の  

連携した取組の充実が期待されます。 

選択肢 
生徒数の 

割合(％) 

平均正答率(％) 

国語 数学 

１ ２時間以上  6.1 63.5 54.0 

２ １時間以上、２時間より少ない 10.7 68.0 58.2 

３ ３０分以上、１時間より少ない 16.5 68.8 62.9 

４ １０分以上、３０分より少ない 25.6 68.5 61.7 

５ １０分より少ない 10.4 67.4 62.2 

６ 全くしない 30.5 64.8 58.1 

選択肢 
生徒数の 

割合(％) 

平均正答率(％) 

国語 
(14問) 

数学 
(16問) 

１ 当てはまる 32.1 70.7 64.6 

２ どちらかといえば、当てはまる 44.8 67.2 61.0 

３ どちらかといえば、当てはまらない 16.9 62.5 52.2 

４ 当てはまらない  3.9 56.9 46.2 

５ 学級の友達との間で話し合う活動を行っていない  2.0 58.4 54.0 

その他(選択肢以外の回答や複数回答(複数回答質問を除く)されたもの)  0.1 - - 

無回答  0.2 - - 

合計 100.0 66.9 59.9 

対話的な学びと正答率 

表２ 「自分と違う意見について考えるのは楽しいと思いますか」と平均正答率 

総 括 
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学校教育課 
報告第 ７ 号 
 

令和３年度上半期のいじめ・体罰等の実態調査結果について 
 

 

１ 趣旨 

２カ月に一度、市内全小中学校で実施している、「いじめ・体罰等の実態調査」 

について、令和３年度上半期（４月～９月）の集計結果を報告するものです。 
 

２ 調査方法 

  児童生徒一人ひとりへのアンケートや聞き取りによる方法 
 

３ 調査結果の概要 

⑴ いじめ・体罰等を認知した学校・認知件数（令和３年４月以降累計） 
※小計の下段（  ）内は、令和２年度同時期調査数 

区分 
①学校総数 
（単位:校） 

②認知した 

学校数 
（単位:校） 

③認知してい 

ない学校数 
（単位:校） 

④認知件数 
（単位：件） 

⑤１校当たり 
（単位：件） 

小学校 ２９ 
２９ ０ ３９５ 13.6 
（28） （1） （231） （8.0） 

中学校 ２１ 
２０ ２ １３７ 6.5 
（17） （4） （134） （6.4） 

計 ５０ 
４９ ２ ５３２ 10.6 
（45） （5） （365） （7.3） 

 

 ⑵ いじめ・体罰等の事案区分(累計)  ⑶ いじめの発生区分(累計) 

区分 いじめ 体罰等 計  区分 新規  再発 計 

小学校 ３９５ ０ ３９５ 小学校 ３６８ ２７ ３９５ 

中学校 １３７ ０ １３７ 中学校 １２６ １１ １３７ 

計 ５３２ ０ ５３２ 計 ４９４ ３８ ５３２ 
 

 ⑷ いじめの現在の状況（令和３年４月以降累計） 

区分 
解消している 

（日常的に観察継続中） 

解消に向けて 

取組中 
その他（転居等） 計 

小学校 １６２ ２３１ ２ ３９５ 

中学校 ４６ ９１ ０ １３７ 

計 ２０８ ３２２ ２ ５３２ 
 

⑸ いじめの認知件数の学年別、男女別内訳（令和３年４月以降累計） 
※小計の下段（  ）内は、令和２年度同時期調査数 

区 分 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計 

小学校 

男子 ２６ ３４ ６０  ３１ ６８ ４１ ２６０ 

女子  ９ １０ ２７ ２５ ３４ ３０ １３５ 

小計 
３５ ４４ ８７ ５６ １０２ ７１ ３９５ 

（24） （41）  （37） （33） （40） （56） （231） 
 

区 分 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計 

中学校 

男子 ４８ ２７ １３     ８８ 

女子 １５ ２７  ７     ４９ 

小計 
６３ ５４ ２０    １３７ 

（71） （40） （23）    （134） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹ いじめの態様 ※１件中に、複数の内容を含んでいる場合があります。 

区   分 小学校 中学校 計 

① 冷やかしやからかい，悪口や嫌なことを言われる。 ２２７ １０４ ３３１ 

② 仲間はずれ，集団による無視をされる。  ３９  １４  ５３ 

③ 軽くぶつかられたり，遊ぶふりをして叩かれたり，蹴られたりする。 １０２  ２５ １２７ 

④ ひどくぶつかられたり，叩かれたり，蹴られたりする。  ２４    ４  ２８ 

⑤ 金品をたかられる。     ０    ２   ２ 

⑥ 物を隠されたり，盗まれたり，壊されたり，捨てられたりする。  ４３    ４  ４７ 

⑦ 嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられたりする。   ２７   ５  ３２ 

⑧ パソコンや携帯電話等で，誹謗中傷やいやなことをされる。   １   ４    ５ 

⑨ その他  ３５  １１  ４６ 

計 ４９８ １７３ ６７１ 
 

 

４ 傾向 
 ⑴ いじめの認知件数は、臨時休業や分散登校等で登校日数が少なかった昨年度と比較して、小

中学校共に増えています。令和元年度調査と比較すると、小学校は約８割、中学校は約７割と

なっています。 

 ⑵ 本年度４月以降のいじめに関する事案５３２件に対して２０８件が解消され、解消率はおよ

そ３９％です。生徒の反省、保護者との懇談等を終えてもいじめが解消されたとは言えず、解

消に向けた取組みを継続しています。解消された事案でも、児童生徒の様子の観察を継続して

います。 

⑶ 学年別の小学校における件数では、１年生が最も少なく、５年生が最も多い状況で、中学校

では、１年生で多い状況でした。 

 ⑷ いじめの内容では、「冷やかしやからかい、悪口や嫌なことを言われる」が最も多く、全体に

占める割合は、約半数となっています。 

「金品をたかられる」項目で報告のあった中学校では、飲み物代を立替え払いさせられた、

「金を返せ」と言われるという内容の報告でした。 

「パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる」項目で報告のあった小学校で 

は、自分のタブレットのｅ-ライブラリのメモ機能に悪口を書き込まれたという報告でした。 

中学校は、遊んでいる時に撮った顔写真を LINE グループで拡散された、オンラインゲーム 

内で暴言を言われたりチャットで悪口を書き込まれたりした、SNS 上で誹謗中傷され同調する 

仲間もいた等、情報モラルに係る事案の報告でした。 

⑸ 「その他」の主な内容は、保護者同士のトラブルに発展した、関係がギクシャクしていて修

復できない等の他に、別の児童が見ていて心配し報告したケースが複数ありました。 
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５ 教育委員会の今後の対応 

いじめの認知総件数は、昨年度来減少傾向にありますが、今後も、いじめを初期段階のものを

含めて積極的に認知し、その解消に向けて継続的に取り組む必要性は変わりません。いじめアン

ケートの工夫を進めながら、早い段階で察知し、チームとして対応する流れや姿勢づくりを行っ

ていくよう、引き続き働きかけていきます。 

また、新型コロナウイルス感染症に関わるいじめ、差別を許さない姿勢の育成に向けて、感染

症に対する正しい知識をもち、思いやりをもった行動判断ができるよう、道徳や保健授業の支援

や周知を行っていきます。さらに、一人一台端末の導入に伴い、教職員と児童生徒が、個人情報

の扱いや他人への誹謗中傷等、情報モラルに関する適切な知識・技能をもてるよう、研修等の支

援を行います。 

一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

 

担当 学校教育課 学校支援センター 

センター長 髙野  毅 
電話 ３３－４３９７ 



  

 

 

報告第 ８ 号   

不登校児童生徒の状況について 

 

１ 趣旨 

  市内全小中学校で毎月実施している「不登校等長期欠席児童生徒に関わる実態調査」

について、令和３年度４月から９月までの不登校児童生徒の状況について報告するとと

もに不登校支援アドバイザーの活動や中間教室の状況について併せて報告するものです。 

 

２ 児童生徒の欠席状況 

月半数以上欠席している児童生徒及び累計 30 日以上欠席している児童生徒の状況（人） 

 年 度 項 目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

小
学
校 

令和 
３ 

年度 

月半数以上欠席数 116 122 144 134 150 147 

（内月全欠児童数） 38 48 50 64 81 52 

累計 30 日以上欠席数（不登校） 0 31 58 78 83 97 

令和 
２ 

年度 

月半数以上欠席数 (86) (99) 109 115 130 125 

（内月全欠児童数） (59) (55) 38 49 68 58 

累計 30 日以上欠席数（不登校） 0 0 0 40 61 85 

中
学
校 

令和 
３ 

年度 

月半数以上欠席数 137 167 182 188 198 209 

（内月全欠生徒数） 40 49 55 65 95 62 

累計 30 日以上欠席数（不登校） 0 43 107 132 138 167 

令和 
２ 

年度 

月半数以上欠席数 (86) (123) 134 142 155 160 

（内月全欠生徒数） (63) (72) 48 53 65 50 

累計 30 日以上欠席数（不登校） 0 0 23 84 105 129 

＊令和 2年度 4月の登校 3 日、5 月の分散登校 6 日と、例年と登校日数が大きく異なる。 
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３ 学校支援センター不登校支援アドバイザーの学校訪問支援の状況 

（４月から７月（夏休み前）） 

 ⑴ 学校訪問回数（回） 

 小学校 中学校 計 

R2.4～7 月 ３７ ３２ ６９ 
    
⑵ 訪問形態（回） 

 
面 談 

児童生徒観察 

（授業参観） 

支援会議 

あるぷ連絡協議会 
家庭訪問 

中間教室,民間不

登校支援施設,保

育園 訪問 

居場所支援
(農園作業, 

ほっとｽﾍﾟｰｽ) 

R3.4～7 月 ８６ ２０２ ２１ ７ ８ ８ 
    
⑶ 面談相手（回） 

 校長 教頭 
生徒指導不登

校支援等担当 児童生徒 保護者 養護教諭 学級担任 

R3.4～7 月 ６３ ７３ ２０ １４ １７ １５ １１ 

 

 

４ 中間教室の状況           ＊令和３年度分は、すべて９月末現在の数 

⑴ 通室児童生徒の状況 

  ア 中間教室通室児童生徒数の過去 10 年間の推移（人） ※復帰には一部復帰も含む 

年度 
平成

24 年度 

平成

25 年度 

平成

26 年度 

平成

27 年度 

平成

28 年度 

平成

29 年度 

平成

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

児童 １３ １２  ７ １２ １１  ６ １７ ２９ ３３ ２９ 

生徒 ４８ ４３ ４８ ４６ ３９ ４７ ５３ ４３ ２９ ３１ 

全体 ６１ ５５ ５５ ５８ ５０ ５３ ７０ ７２ ６２ ６０ 

復帰 ２９ ３８ ３３ ２６ １８ ２３ ３８ １９ ４５  
   

 

イ 在籍及び通室児童生徒数（人） 

 山辺中間教室 鎌田中間教室 あかり教室 計 

令和 

２年度 
令和 

３年度 
令和 

２年度 
令和 

３年度 
令和 

２年度 
令和 

３年度 
令和 

２年度 
令和 

３年度 

在籍児童数  ９ １５  １  ０  ３  ３ １３ １８ 

通室児童数 ２５ ２２   ２  ０  ６  ７ ３３ ２９ 

在籍生徒数  ４  ４ １１ １１  ４  ５ １９ ２０ 

通室生徒数   ９ １２ １４ １２  ６  ７ ２９ ３１ 

在籍    計 １３ １９ １２ １１  ７  ８ ３２ ３８ 

通室   計 ３４ ３４ １６ １２ １２ １４ ６２ ６０ 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 保護者や学校との連絡相談の現状（回） 

 山辺中間教室 鎌田中間教室 あかり教室 計 

面接相談  ９６ ２５９ ２７６ ６３１ 

家庭訪問    ０   ０  １３  １３ 

学校訪問   ７    ７   ８   ２２ 

電話相談･連絡 １８９ １４６ １５３ ４８８ 

関係諸機関連絡等  １５  ８７ １３９ ２４１ 

 

５ 傾向 

⑴ 月半数以上欠席した児童生徒数と全欠児童生徒数には、不登校以外に、病気欠席や

民間施設への登校、新型コロナによる海外との移動制限等の理由による欠席も含まれ

ています。小中学校ともに、９月末において月半数以上欠席している児童生徒数は、

年度当初の４月の数と比較し、約１．５倍となっています。 

⑵ ９月末において、不登校で累計３０日以上欠席した児童生徒数は、小学校では前年

度比１２人増の９７人、中学校では前年度比３８人増の１６７人でした。 

⑶ 今年度９月末現在における中間教室の通室状況は、小学生は前年度比４人減の２９

人、中学生は２人増の３１人で、計２人減の６０人でした。年度ごとに在籍数に変動

はあるものの、６０人以上の児童生徒が利用し、社会的な自立に向けて努力していま

す。 

 

６ 今後の対応 

⑴ 不登校支援アドバイザーと指導主事による学校訪問での学校長、教頭、支援に携わ    

る教職員との面談や自立支援教員報告会、中間教室連絡会から、不登校児童生徒の状  

況について情報を共有し、今後の方向について検討、助言してきました。今後も中間  

教室や、こども部で連携している「はぐルッポ」への通室に関わる働きかけとともに、 

スクールカウンセラーの活用、市に派遣されている２人の県ＳＳＷによる訪問支援、 

医療機関との連携を図った「元気Ｕｐ教育相談」の活用等、子どもの様々な状況に応 

じた迅速な対応に努めていきます。 
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⑵ 不登校支援アドバイザーが、中間教室の他、民間の不登校支援施設を訪問し、学校 

外で活動している不登校の子どもたちとの交流を図ったり、その子どもの背景を知っ 

たりする機会を積極的にもつよう努めることで、より具体的な助言や支援の手掛かり 

に役立てています。 

⑶ 市の南部に中間教室がない現状と、同地域の不登校児童生徒には、一人親家庭で送 

迎の難しい家庭が複数見られることから、不登校支援アドバイザーが新たに、「居場 

所支援」の試みを始めています。本人が徒歩で来られる居場所として、松原地区公民 

館を活用した「ほっとスペース」を定期的に開設し、軽スポーツ、折り紙等の工作、 

調理実習等を行っています。今後も、何気ない場面で見せる子どもたちの自然な笑顔 

を大切にし、ありのままの姿が認められる居場所であると共に、子どもたちの社会的 

な自立のきっかけづくりの場としての定着を願って、活動を継続していきます。 

 ⑷ 中間教室に入室している児童生徒や、家に引きこもりがちで中間教室に入室するこ 

とも難しい不登校児童生徒に向けて、松本山雅ＦＣの協力を得て開催している「元気 

Ｕｐサッカー教室」をＰＲし、参加を促していきます。 

 ⑸ 家庭環境の対応も含めて、他課との連携を引き続き行いながら不登校支援にあたっ

ていきます。特に、あるぷキッズ所属の「サポートコーディネーター」と連携し、家

居の過年度生宅の訪問や、家居になりそうな中学生・保護者に卒業後も支援が途切れ

ないよう働きかけをしており、昨年度に比べてその良さが多くの学校に認知されつつ

あります。今年度は特に、困難ケースに対する早めのアプローチとして、中学３年生

は 1 学期末の懇談会、中学２年生は２学期末の懇談会を機会に支援を始め、進路決定

に向けて動き出しているケースがあります。さらに、発達障害（疑い）の児童生徒に

ついては、特別支援学校の相談員と保護者をつなげ、子どもへの接し方を保護者に学

んでいただく等、児童生徒の状況に合った機関への働きかけをしています。 

 ⑹ 各校において一人一台端末の活用が進み、不登校の児童生徒に対して、Ｚｏｏｍ等

を用いて面談や学習保障の機会を確保している事例が増えつつあります。より多くの

学校で積極的に活用されるよう、その良さを広めていきます。 

 ⑺ 自立支援教員の研修会、特別支援教育支援員等を含めた市費教員研修会を行うこと

により、様々な児童生徒への対応や取組みについて学ぶとともに、悩みや今後の見通

しについて共有し、個々のスキルアップを図っていきます。 

 ⑻ 不登校児童生徒を支援する民間施設及び、ＩＣＴ等を活用した学習活動を行う民間

業者についてのガイドラインに沿って、不登校児童生徒の学校出席の扱いや学習状況

の評価が適切に行われるよう、ガイドラインを周知し、学校や児童生徒・保護者を支

援していきます。 

 

 

 

 

 

 

担当 学校教育課 学校支援センター 

センター長 髙野 毅   

電話 ３３－４３９７ 



 

 

 

 

報告第 ９ 号 

 

学校給食のアレルギー対応食における事故について 

 

１ 趣旨 

  令和３年１２月に発生したアレルギー対応食における事故について概要を報

告するものです。 

 

２ 概要 

⑴ 内容  
東部学校給食センターから提供した「フルーツ杏仁」は、乳が含まれないも

のを提供する予定でしたが、誤って乳使用のものを提供してしまったものです。 

⑵ 東部学校給食センター対象者数６，９５８名  
⑶ 提供内訳  

１２月 ９日（①コース１，９２４名（清水小学校欠食））  

１２月１５日（②コース２，５４６名）  
１２月１７日（③コース２，４８８名）  

 ⑷ 対象者（乳のアレルギー対応食及び明細献立提供対応者）３６人  

  ア アレルギー対応食対応者  １９人  
  イ 明細献立提供対応者    １７人  

 ⑸ 発症者 ５人（アレルギー対応食対応者）  

 
３ 経過 

  ３．１２．１５ 喫食した小学校６年Ａの保護者から、のどのイガイガと少し

息苦しさのアレルギー症状が発症した旨の連絡があった。所持

している薬を服用し大事には至らなかった。 

１７ 喫食した中学校３年Ｂの保護者から、症状がのどの痛みとじ

んましんのアレルギー症状が発生した旨の連絡があった。病院

を受診し、薬を服用し大事には至らなかった。 

２０ 上記、小学校児童Ａの保護者から、症状負荷試験のためサン

プルの購入依頼があり、２０日に取り寄せてお渡ししたところ、

成分表を見た保護者から連絡があり乳使用のものだったこと

が判明した。 

２０ アレルギー対応食提供者及び明細献立提供者へ症状発症に

ついて確認を開始した。 

   その後症状が確認された児童生徒は３人だった。 

教育委員会資料  
３・１２・２３  
学 校 給 食 課 



２０ 小学校４年Ｃの症状は、舌先に発疹が出たが保健室でしばら

く休み回復し大事には至らなかったことを確認 

２１ 中学校３年Ｄの症状は、のどの痒みがあったが大事には至ら

なかったことを確認 

２１ 小学校４年Ｅの症状は、腹痛があったが大事には至らなかっ

たことを確認 

 

４ 原因 

献立作成時に誤って、乳使用の食材名をシステムに入力し、発注してしまった

ことによるものです。 

 

５ 対応 

⑴ ２０日及び２１日に症状の発症が確認された保護者を訪問し、謝罪しました。

⑵ 学校へ謝罪の連絡をし、お詫び文書を配布しました。 

⑶ アレルギー対応食提供者と明細献立提供対応者へは体調の確認をするとと

もに謝罪しました。 

⑷ 上記の確認対象者は、３６人全員について確認ができました。 

  

６ 再発防止対策 

⑴ 献立作成時に使用予定の加工食品の食材名とシステムに入力された食材名

の確認を複数の職員で徹底します。 

⑵ アレルゲン不使用（鶏卵、牛乳、乳製品、小麦等）の加工食品については、

システム入力時に（乳なし）などの明記を行います。 

⑶ 発注作業時、加工食品の規格を複数の職員で確認します。 

 ⑷ 前日の栄養士と調理員のミーティング時に注意食材について確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

担当 学校給食課  
課長 三代澤 昌秀  
電話 ４５－１１２０  
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 ⑷ 前日の栄養士と調理員のミーティング時に注意食材について確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

担当 学校給食課  
課長 三代澤 昌秀  
電話 ４５－１１２０  



 

 

 

周知事項 １ 

 

学都松本フォーラム２０２２の開催について  
 

１ 趣旨 

市民に学びの機会を提供する「学都松本フォーラム２０２２」を次のとおり開

催することについて周知するものです。  
 

２ 主催    

松本市教育委員会 

 

３ 主管    

学都松本推進協議会 

 

４ 事業の概要 

 ⑴ 開催日 

   令和４年２月１２日（土）・１３日（日）・１９日（土）・２０日（日） 

 ⑵ 会場 

   あがたの森文化会館 講堂第１会議室、２－８教室 ほか 

 ⑶ 今年度の変更点 

   昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止し、今年度も開催

時点での感染状況が不透明で、不特定多数の参加者を集めた開催は困難なこと

から、オンラインで自宅で出来る体験講座や、事前申込制で４日間に分けて行

うミニ講演会などの分散型フォーラムに変更するものです。 

 ⑷ 予定するオンライン型体験講座及びミニ講演会（案） 

   別紙のとおり 

 ⑸ 参加費 

   無料 

 
５ 今後の予定  
 ⑴ 広報まつもと１月号に関連記事を掲載し、詳細については、市ホームページ

等で周知します。  
 ⑵ 令和４年１月７日（金）から１月３１日（月）までの間、ながの電子申請及

び電話で各体験講座や講演会の希望者の参加を受け付けます。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会資料  
３．１２．２３  

教育政策課  

担当 教育政策課  
課長 赤羽 志穂  
電話 ３３－３９８０  

「学都松本」 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち、生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう  



学都松本フォーラム２０２２オンライン型体験講座及びミニ講演会講座一覧
№

オンライン型体験講座・
ミニ講演会

タイトル 内容 講師 開催日 時間 場所 定員 対象

1
クイズ！これでキミも松
本マスター

Ｚｏｏｍを使って行うクイズ大会。
松本の魅力をクイズ形式で出題

市職員など 2月12日（土） 10時～11時 ー なし 小中学生

2
ＧＯ！ＧＯ！まつもと
裏側探検隊！

松本城や博物館など普段見ることが
できない施設の裏側や地面の中に
眠っている遺跡を動画で配信

ー

教委HPのYouTubeチャン
ネルに2月12日（土）から
公開（5分程度×数本の動
画）

ー ー ー ー

3
親子で「手でミン」～
電子楽器を作っちゃお
～

電子楽器「テルミン」を簡易的に
作った「手でミン」を制作

松本電子クラブ 2月12日（土） 10時～11時50分 ー 20名 小学校3年生～中学生

4
飛び出すポストカード
を作ってみよう！

開けたら中から飛び出すポストカー
ドを作成

エクセラン高校ボラン
ティア部

2月13日（日） 10時～11時 ー 15名 小学生

5
活断層が作った松本の
生活の場

松本という生活の場はどのようにで
きたのかわかりやすく解説

大塚勉信州大学学術研究
院総合人間科学系特任教
授

2月12日（土） 14時～16時
松本市勤労者福祉
センター3-1会議室

現地参加：30名

6
松本の城下町から見え
てくるもの

松本の城下町と他市の城下町を比較
して特徴を探る。

小松芳郎氏 2月13日（日） 14時～15時30分
あがたの森文化会
館講堂第1会議室

現地参加：30名
オンライン参加：
20名

7
松本のトリ　いろとり
どり

松本平の「鳥」に関して、その独特
な習性などを解説

笠原里恵信州大学学術研
究院理学系助教

2月19日（土） 14時～15時30分
あがたの森文化会
館2-8教室

現地参加：30名
オンライン参加：
20名

8
ポジティブに生きるた
めの心理学

私たちの心の仕組みを適切に理解
し、前向きで楽観的な生き方を実現
するための「自分だまし」の方法を
考える。

菊池聡信州大学人文科学
系教授

2月20日（日） 10時～12時
あがたの森文化会
館2-8教室

現地参加：30名
オンライン参加：
20名

オンライン型体験講座

ミニ講演会 子ども・大人

別 紙



 

 

 

周知事項 ２ 

 

「発掘された松本２０２１－松本市遺跡発掘報告会－」の開催について 

 

１ 趣旨 

  市内の埋蔵文化財と史跡に対する市民の理解と関心を高めるため、標記報告会を開催

することについて周知するものです。 

 

２ 日時 令和４年２月１１日（金・祝） １３時から１６時まで 

 

３ 会場 Ｍウイング ６階 ホール 

 

４ 内容 

  令和３年に実施した発掘調査に係る成果報告 

⑴ 報告１ 県町遺跡 

⑵ 報告２ 松本城三の丸跡 柳町 

⑶ 報告３ 史跡松本城 外堀跡南外堀 

⑷ 報告４ 史跡弘法山古墳 

⑸ 報告５ 真光寺遺跡 

 

５ 参加料 無料 

 

６ 定員 １３０名（長野県内に在住・通勤の人が対象） 

 

７ 申込方法 

  令和４年１月３１日（月）午前９時から受付開始（先着順） 

 

８ 周知方法 

 ⑴ 市ホームページ及び文化財課ＳＮＳ 

 ⑵ チラシ配布（地区公民館・県内博物館・大学・高校等） 

⑶ プレスリリース 

⑷ 広報まつもと１月号 

 

 

教育委員会資料 

３．１２．２３ 

文化財課 

担当 文化財課 

課長 竹原 学 

電話 ３４－３２９２ 

一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように

… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 


